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5002A 5002001 z09001
法務省、
国土交通

省、
特になし

不動産登記制度は，取引の
安全と円滑に資するため，不
動産（土地・建物）の物理的現
況や権利関係を公示する制

度である。

e Ｉ

不動産登記制度は，取引の安全を図るため，不動産
（土地・建物）の物理的現況や権利関係を公示する制
度であり，不正形な土地等を整序するための制度では

ない。
また，不動産登記の手続は，実体上の権利等を公

示する手続であり，不動産登記法（手続法）等によって
規律されているところ，実体法上に根拠（規定）のない
権利や手続の結果を，単に手続法上の措置により公

示することはできない。
一括して複数の土地を整序する場合の公示（登記）

については，土地政策上設けられた法手続により実体
関係が整理された上で，その結果を公示するものであ
り，まさに「要望理由」中に掲げられている土地区画整
理事業においても，このような仕組みで公示が行われ
ているところ，この事業になじまない土地について，複

数の土地を一括して整序しようとするのであれば，実体
関係を整理するための土地政策上の法手続が別途，

同様に必要となる。
したがって，公示（登記）手続に特則を設けることの

みで，完結的に土地を整序するという考え方には，制
度の趣旨からも無理があり，不動産登記法及びその関
係法令中には指摘されたような規制は存在しないもの

と考える。

個人 1 A
土地の敷地整序と電子境界

確定事業の推進策

不正形な土地や道路付きの悪い土地を整序するた
め、複数の土地の交換分合一括登記申請ができる、
新たな不動産登記法の特例を設けるべきである。

ある一定の区域の土地所有者が共同して、その
区域内の土地の交換分合に係る換地計画を作
成し、共同して複数の土地の交換分合一括登記

申請を行う。
また、その測量成果を電子境界確定事業の成果

とする。

土地には、道路付や形状の悪さから有効な利活用の
図られていない土地があります。これらの土地を一括
して整序する仕組みは、現行法では土地区画整理法
による土地区画整理事業（以下、単に「区画整理」とい
う。）しかありません。しかし、区画整理は、都市計画
区域内の土地に限られていることや、都市計画区域
内の土地においても公共施設が整備されている土地

や小さな面積の土地には馴染まない事業です。
そこで、これら土地についても、土地所有者全員の合
意のもと、複数の土地の交換分合一括登記申請がで
きる、新たな不動産登記法の特例を設けるべきであ

る。

同様な不動産登
記法 （平成十六
年法律第百二十

三号）の特例
土地区画整理登

記令
（昭和三十年九
月一日政令第二

百二十一号）

土地の敷地整序と電子境界
確定事業の促進策につい

（提案）

5003A 5003002 z09002 法務省、
弁護士法第７２条・７７条第３

号

弁護士又は弁護士法人でな
い者は，報酬を得る目的で他
人の代理等の法律事件に関
する法律事務を取り扱うことを
業としてはならない。また，そ
の違反者には刑罰が科され

る。

Ｃ Ⅰ

弁護士法第７２条は、弁護士でない者が、自らの利益
のため、みだりに他人の法律事務に介入すること業と
すると、当事者その他関係人らの利益を損ね、法律生
活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害

することとなることから、これを禁止するために設けられ
たものである。

上記趣旨からすれば、厳格な資格要件が設けられ、
かつ、その職務の誠実適正な遂行のための必要な規
律に服すべきものとされるなど、法律専門家としての能
力的・倫理的担保を図るための諸般の措置が講じられ
た弁護士が法律事務を独占することには、十分な合理

性、必要性があると考えられる。
不服申立代理において取り扱う法律事務は、その範

囲が極めて多岐に渡り、かつ紛争の当事者その他関
係人らの利害に重大な影響を及ぼすものであり、幅広
い法律分野に関する法律知識と専門的能力が必要と
される。したがって、このような法律事件の法律事務を
扱う者について、弁護士と同程度に、法律専門家として
求められる能力や倫理が担保されていることが必要で
あり、このような能力や倫理の担保なく、弁護士以外の
者に法律事件についての法律事務を行うことを認める

ことは相当でない。

任意団体 2 A
行政庁への不服申立代理の

行政書士への開放

弁護士法第７２条により、行政庁への不服申立代理
は弁護士の独占業務とされているが、行政書士も行

えるよう、規制を緩和すべきである。
行政書士が行政庁への不服申立代理を行う。

行政庁に対する許認可申請が不許可・不認可になっ
た場合、当該処分の取消しを求めて不服申立てをす
ることになるが、当該許認可申請を代理した行政書士
は不服申立てにも当然に関与することになる。ところ
が、行政庁に対する不服申立事件に係る審査請求書
等の書類作成は行政書士の法定業務であるが、不服
申立代理は弁護士法第72条の規制があるため、行政
書士は行うことができず、不服申立ては依頼者本人が
行うか又は不服申立代理を弁護士に依頼することに

なり、依頼者である国民に手続きの煩雑さや経済的な
負担増を強いている。当該許認可申請からの経緯に
詳しい行政書士が審査請求書等の書類作成に引き続
いて不服申立代理を行えるようにすることで、依頼者
である国民対して「迅速で確実かつ廉価なワンストッ
プサービス」を提供できることになり、国民の利便とな

る。

国民の利便のため、弁護士法第72条を規制緩和し
て、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権が認めら
れたが、同様に、行政書士に行政庁への不服申立代

理権を認めていただきたい。

行政書士以外の法律専門職（司法書士、税理士、弁
理士、社会保険労務士）はその登用試験科目に行政
手続法、行政不服審査法がないにもかかわらず、審
査請求代理権がすでに認められている。一方、行政
書士の登用試験である行政書士試験科目には行政
手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法があり、

行政書士には不服申立代理を行うに十分な法律知識
や専門的能力がある。さらに、日本行政書士会連合
会は司法制度に参入できる行政書士の育成を目的

に、平成16年度から各地の大学院と連携して、行政書
士に司法研修（行政手続法、行政不服審査法、行政
事件訴訟法）を受講させており、行政書士の法律知識

弁護士法第７２
条

5003A 5003003 z09003
総務省、
法務省、

司法書士法第３条第１項第１
号・第２号・第５号，第７３条第

１項，第７８条第１項

司法書士会に入会していない
司法書士又は司法書士法人
でない者は，登記に関する手
続の代理業務，書類作成業
務及び相談業務をすることは
できない。また，違反者には

刑罰が科される。

Ｃ Ｉ

登記は，国民の権利に多大な影響を及ぼすものであ
り，この登記手続を代理するには，高度な法律知識及
び専門的能力が要求されるので，資格者以外の者が

当該業務を行うことは，国民の権利の保全及び登記事
務等の適正な運営の観点から認められない。

任意団体 3 A
不動産相続手続に関する行
政書士・司法書士の相互乗り

入れ

不動産登記申請書の作成・法務局への提出は司法
書士の専管業務とされているが、そのうち相続を原
因とするものに限り、行政書士も作成・提出が行える
よう、規制を緩和すべきである。一方、遺産分割協議
書の作成は行政書士の専管業務とされているが、司
法書士も作成が行えるよう、規制を緩和すべきであ

る。

不動産相続手続に関して、行政書士が相続を原
因とする不動産登記申請書の作成・法務局への
提出を行い、一方、司法書士が遺産分割協議書

の作成を行う。

不動産相続手続は、「遺産分割協議書の作成」及び
「不動産登記申請書の作成・提出」で行われる。（遺産

分割協議書は不動産登記申請書の添付書類とな
る。）「遺産分割協議書の作成」は行政書士の専管業
務であり、「不動産登記申請書の作成・提出」は司法

書士の専管業務である。行政書士が遺産分割協議書
を作成しても、最後の「不動産登記申請書の作成・提
出」は司法書士法の規制があるため、依頼者本人が
行うか又は司法書士に依頼することになり、依頼者で
ある国民に手続きの煩雑さや経済的な負担増を強い
ている。一方、司法書士が「不動産登記申請書の作
成・提出」の依頼を受けても、最初の「遺産分割協議
書の作成」は行政書士法の規制があるため、同様な

問題がある。
行政書士が「遺産分割協議書の作成」に引き続き、

「不動産登記申請書の作成・提出」を行えるようにする
ことで、依頼者である国民対して「迅速で確実かつ廉
価なワンストップサービス」を提供できることになり、国

民の利便性が向上する。
不動産登記申請書は、遺産分割協議書から登記事項
となる一部を転記するだけの「定型的」なもので、「遺

産分割協議書の作成」を行った行政書士にとっては引
き続いて「容易」に作成できるものである。このような
不動産登記申請書を行政書士が作成できないとは、

過度の規制・過度の司法書士職域保護である。
阿部泰隆氏（弁護士・元神戸大学大学院教授）も「筆
者の友人が亡くなり、夫婦共有名義にしていた土地の
登記を奥さんの単独所有として相続登記することに
なった。市街化調整区域の価格もつかない土地なの
に、司法書士に相談したら、謝礼だけで５万円といわ
れたので、私は自分で登記したらと教えてあげた。彼
女は自分で登記所に行ったら、親切にしてもらって、
簡単にできた。こんな商売を独占しているのが間違い
である。」と述べている（「行政書士の未来像」（信山

司法書士法第３
条行政書士法第

１条の２

5011A 5011001 z09004 法務省、
司法書士法第３条第１項第１
号・第２号・第５号，第７３条第

１項，第７８条第１項

司法書士会に入会していない
司法書士又は司法書士法人
でない者は，登記に関する手
続の代理業務，書類作成業
務及び相談業務をすることは
できない。また，違反者には

刑罰が科される。

Ｃ Ｉ

登記は，国民の権利に多大な影響を及ぼすものであ
り，この登記手続を代理するには，高度な法律知識及
び専門的能力が要求されるので，資格者以外の者が

当該業務を行うことは，国民の権利の保全及び登記事
務等の適正な運営の観点から認められない。

個人 1 A
相続を原因とする不動産登記

申請の行政書士への開放

司法書士法第３条により、法務局又は地方法務局に
提出する書類の作成と手続は司法書士の専管業務
とされているが、そのうち相続を原因とする所有権移
転の不動産登記申請に限り、行政書士も書類の作
成及び手続が行えるよう、規制を緩和すべきであ

る。

相続を原因とする所有権移転の不動産登記申請で
は、遺産分割協議書や特別受益者証明書等、申請に
必要な添付書類は行政書士が作成しており、登記申
請書の作成及び手続のみ、規制があるため本人申請
又は本人が司法書士に依頼している。依頼者は、一
連の業務として迅速かつ廉価を望む中、制限がある
ため、手続の煩雑さと負担を強いられている。登記申
請書の作成及び手続を行政書士も行えるようにするこ
とで、依頼者たる国民は迅速かつ廉価なサービスを享
受することが可能となり、利便性が増す。なお、不動産
登記は、国民の権利に重大な影響を及ぼすものであ
るが、行政書士により適法に遺産分割協議書等は作
成されるため、実体法上の問題としては、権利に関し
て重大な影響を及ぼすものとは考えられない。また、
手続法上の問題として、この登記手続を代理するため
には、高度な法律知識及び専門的能力が要求される
が、相続を原因とする所有権移転の不動産登記に関
する手続の研修を行政書士に対して行うことで 国民

司法書士法第3
条第1項第1号，
第2号，第73条第

1項，第78条

（ 規要望  再要望） （ 規要望  再要望） （ 規要望  再要望） （  （ 規要望  再要望） （ 規要望  再要望） （  （ 規要望  再要望） （ 規要望  再要望） （  （ 規要望  再要望） （  （ 規要望  再要望） （  （ 規要望  再要望） （ 規要望  再要望） （  
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5011A 5011002 z09005 法務省、
弁護士法第７２条・７７条第３

号

・弁護士又は弁護士法人でな
い者は，報酬を得る目的で他
人の代理等の法律事件に関
する法律事務を取り扱うことを
業としてはならない。また，そ
の違反者には刑罰が科され

る。

Ｃ Ⅰ

弁護士法第７２条は、弁護士でない者が、自らの利益
のため、みだりに他人の法律事務に介入すること業と
すると、当事者その他関係人らの利益を損ね、法律生
活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害

することとなることから、これを禁止するために設けられ
たものである。

上記趣旨からすれば、厳格な資格要件が設けられ、
かつ、その職務の誠実適正な遂行のための必要な規
律に服すべきものとされるなど、法律専門家としての能
力的・倫理的担保を図るための諸般の措置が講じられ
た弁護士が法律事務を独占することには、十分な合理

性、必要性があると考えられる。
既に具体的紛争が発生している示談交渉において取

り扱う法律事務は、その範囲が極めて多岐に渡り、か
つ紛争の当事者その他関係人らの利害に重大な影響
を及ぼすものであり、幅広い法律分野に関する法律知
識と専門的能力が必要とされる。したがって、このよう
な法律事件の法律事務を扱う者について、弁護士と同
程度に、法律専門家として求められる能力や倫理が担
保されていることが必要であり、このような能力や倫理
の担保なく、弁護士以外の者に法律事件についての法

律事務を行うことを認めることは相当でない。

個人 2 A
示談交渉の行政書士への開

放

弁護士法第７２条により、示談交渉は弁護士の専管
業務とされているが、行政書士も示談交渉が行える

よう、規制を緩和すべきである。

交通事故損害額算定書の作成やクーリング・オフの通
知、その他、和解契約書等、示談交渉に必要な書類
は行政書士が作成しており、示談交渉の代理のみ、
規制があるため本人が交渉を行うか、又は本人が弁
護士に依頼している。依頼者は、一連の業務として迅
速かつ廉価を望む中、制限があるため煩雑さと負担を
強いられている。また、現実には、弁護士に依頼する
費用よりも少額の事件も多数存在し、泣き寝入りをし

ているケースも見受けられる。示談交渉の代理を行政
書士も行えるようにすることで、依頼者たる国民は迅
速かつ廉価なサービスを享受することが可能となり、

利便性が増す。さらに、国民の権利をより守ることも出
来るようになる。なお、示談交渉の代理は、国民の権
利に重大な影響を及ぼすものであるが、行政書士に
より適法に交通事故損害額算定書等は作成されてい
るため、権利に関して重大な影響を及ぼすものとは考
えられない。また、弁護士法第７２条は三百代言を防
ぐためのものであるが、行政書士を三百代言として規
制し、示談交渉の代理を弁護士に独占させることは、
本来の弁護士法第７２条の趣旨を逸脱しているものと
考えられる。なお、行政書士は行政書士法第１条の２
において示談書の作成を業とすることが認められてい
るのだから、行政書士法第１条の３第２号によって代
理人として作成することも可能であって、その際の交
渉のみが弁護士法第７２条ただし書きの「他の法律」

に当たらないと解することは妥当でない。（弁護士法第
７２条ただし書および行政書士法が改正された後に、

この問題に関して最高裁が見解を示した事実はな
い ）

弁護士法第72条

5011A 5011003 z09006 法務省、
弁護士法第７２条，第７４条第
２項，第７７条，第７７条の２

弁護士又は弁護士法人でな
い者は、報酬を得る目的で、
法律事務を取り扱い、又はこ
れらの周旋をすることを業と

することが禁止されており、違
反者には刑罰が科せられる。
また、弁護士又は弁護士法人
でない者は、利益を得る目的
で、法律相談その他法律事務
を取り扱う旨の標示又は記載
を禁止されており、また違反
者には刑罰が科せられる。

Ｃ Ⅰ

弁護士法第７４条２項にいう「法律相談その他法律事
務を取り扱う旨の標示」を行うためには、その前提とし
て、同項にいう「法律事務」に対応する権限が付与され
るいることが必要であるところ、弁護士法第７２条は、
弁護士でない者が、業として、他人の法律事務を取り
扱うことを禁止している。これは、弁護士でない者が、

自らの利益のため、みだりに他人の法律事務に介入す
ること業とすると、当事者その他関係人らの利益を損

ね、法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律
秩序を害することとなるためである。

弁護士法第７４条２項は、同法第３条、第７２条の規
定を踏まえて、一般人が無資格者を弁護士と誤信する
等して損害を被ること等を防止する観点から設けられ
たものであり、十分な合理性、必要性があり、これを見

直すことは相当でない。

個人 3 A
「法律相談」および「法律事

務」の表示の行政書士への開
放

弁護士法第７４条により、法律相談および法律事務
を取り扱う旨の表示は弁護士以外に認められていな
いが、行政書士も表示が行えるよう、規制を緩和す

べきである。

行政書士は行政書士法第１条の２において、契約書
等の作成を業とすることが認められており、行政書士
法第１条の３第２号によって契約書等を代理人として
作成することも可能となっている。ところが、このように
法律によって法律事務を業として扱うことが認められ

ているにもかかわらず、弁護士法第７４条第２項により
法律事務を取り扱う旨の表示が禁止されているため、
行政書士が法律事務を取り扱っていると表示すること
が出来ず、弁護士との公正な競争が不当に阻害され
ている。また、行政書士は上記の業務に関する相談を
業とすることも認められているが、弁護士法第７４条第
２項により「法律相談」と表示することが禁止されてい
るため、公正な競争が阻害されている。そもそも、弁

護士法第７４条第２項は、「法律事務」「法律相談」を利
益を出す目的で表記すると、弁護士が行っているもの
と誤解を招くことから禁止をしたのであって、「司法書
士による法律相談」と表記することは何ら問題がない
ものとされている。よって、行政書士も司法書士と同様
に、「行政書士による法律相談」と記載をする限りにお
いては、弁護士法第７４条に抵触しないと解すべきで
ある。なお、「行政書士の扱う法律事務は弁護士と異
なり限定されているから駄目」との反論が予想される

が、司法書士も限定されているのに表示が認められて
いるのであるから理由にならない。また、「行政書士業
務の範囲が司法書士に比して市民に認知されていな
いから行政書士には認めない」との反論も予想される
が、それは弁護士法第７４条第２項により表記が禁止
されているため市民に認知されていないだけであるか
ら理由にならない。さらに、司法書士には簡易裁判所
での代理が認められたから表記が認められるので

あって 行政書士には認められない」との反論も予想

弁護士法第74条
第2項

5012A 5012001 z09007

総務省、
法務省、
財務省、
厚生労働
省、経済
産業省、

弁護士法第８条，第３６条，４
７条

司法書士法第８条第１項，第
５７条第１項，第７３条第１項，
土地家屋調査士法第８条第１
項，第５２条第１項，第６８条

第１項

弁護士になるには，日本弁護
士連合会に備えた弁護士名
簿に登録されなければなら

ず，弁護士は，当然に日本弁
護士連合会及び弁護士会の

会員となる。
司法書士となる資格を有する
者が司法書士となるには，日
本司法書士会連合会の登録
を受けなければならず，また，
同時に司法書士会に入会しな
ければならない。また，司法

書士会に入会していない司法
書士又は司法書士法人でな

い者は，登記又は供託に関す
る手続について代理すること
ができない。なお，違反者に

は刑罰が科される。
土地家屋調査士となる資格を
有する者が土地家屋調査士と
なるには，日本土地家屋調査
士会連合会の登録を受けな
ければならず，また，同時に
土地家屋調査士会に入会し

なければならない。また，土地
家屋調査士会に入会していな
い土地家屋調査士又は土地
家屋調査士法人でない者は，
不動産の表示に関する登記
の手続について代理すること
ができない。なお，違反者に

は刑罰が科される。

Ｃ Ⅰ

弁護士に対する指導，監督及び懲戒等は，弁護士法
第３１条，第４５条，第６０条等で日本弁護士連合会及
び弁護士会が行うこととされており，国の機関が弁護
士又は弁護士会に対して監督等を行うことができな

い。
このことから，現在の弁護士の強制入会制度は，弁

護士に対する指導・監督を幅広く十分に及ぼすための
基盤として，また，弁護士の品位を保持し，日本弁護士
連合会及び弁護士会の指導により業務の改善進歩を
図るために，必要かつ合理的な制度であり，弁護士の

強制入会制度を廃止することは不相当である。
また，司法書士会は，会員の品位を保持し，その業

務の改善進歩を図るため，会員の指導及び連絡に関
する事務を行うことを目的として設立されている。専門
資格者としての自立性の確保の観点から，資格者によ
る自主的統制に委ねるのが相当であるところ，司法書
士会に入会していない司法書士又は司法書士法人

は，司法書士会の会則による拘束を受けず，司法書士
会からの指導も受けない点で，適正な司法書士業務の
遂行を維持することが困難となることから，資格者によ
る自主的統制が有効に機能するためには，強制入会

制を維持する必要性があり，認められない。
同様に，土地家屋調査士会は，会員の品位を保持

し，その業務の改善進歩を図るため，会員の指導及び
連絡に関する事務を行うことを目的として設立されてい
る。専門資格者としての自立性の確保の観点から，資
格者による自主的統制に委ねるのが相当であるとこ

ろ，土地家屋調査士会に入会していない土地家屋調査
士又は土地家屋調査士法人は，土地家屋調査士会の
会則による拘束を受けず，土地家屋調査士会からの指
導も受けない点で，適正な土地家屋調査士業務の遂
行を維持することが困難となることから，資格者による
自主的統制が有効に機能するためには，強制入会制

を維持する必要性があり，認められない。

個人 1 A
士業団体の強制入会制の廃

止

弁護士、弁理士、司法書士、税理士、土地家屋調査
士、行政書士、社会保険労務士等のいわゆる士業
団体（日本弁護士連合会、日本弁理士会等）の強制

入会制を廃止する。

弁護士法、弁理士法等の改正により強制入会制
に関連する条文の削除、変更を行う。

各士業団体においては役職を占める一部の資格者が
自己の利益になるような団体運営を行っていることが
多く、大半の会員にとっては自由な業務展開を阻害す
る重大な要因になっている。特に、懲戒権限を有する
団体の場合には、報酬の引き下げや顧客の引き抜き
など競争を招く行為を行う資格者を対象として、到底
公正とは言えない恣意的な懲戒手続及び処分すら行
われている。これは、競争を自由化して顧客の利便に
資するという昨今の規制緩和の流れに明らかに反し
ている。また、各士業団体は高額な入会金・月会費を
徴収しているが（例えば弁護士の場合合計月５万円以
上、弁理士の場合月２万円など）、団体職員は殆ど読
まずに捨てられるような文書の作成・発送業務に追わ
れているのが実情であり、高額の会費が有効に使わ
れているとは到底思えない。さらに、士業団体職員の
給与水準は、業務内容から見ればかなり高額に設定
されている。各団体から出されている強制入会制維持
の意見は、団体で役職に就いている資格者や団体職
員の意見を反映しているに過ぎず、大多数の会員の

声を反映しているものではない。

強制入会につい
て士業団体が会
員の意見を問わ
ない実例として、
２００６年１０月１
１日付で公表さ

れたアンケート調
査結果につい

て、当職の所属
団体は一般会員
の意見を全く問う
ことなくアンケー
トに答えている。
強制入会制は団
体職員、役職者
の利権となって
いるため、その
是非について会
員に意見を求め
たことは、当職の
経験上一度もな
い。また、懲戒手
続に関する実例
として、当職は大
手特許事務所に
所属する弁理士
に文書で侮辱さ
れたことを理由

に当該弁理士の
処分を求めた

が、処分なしとの
結論が出た上に
反対に当職につ
いて日本弁理士

なし

5015A 5015005 G11 z09008
金融庁、
法務省、

特定融資枠契約に関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定
融資枠契約）に係る手数料が
利息制限法及び出資法上の
「みなし利息」の適用除外とな

るのは､借主が、①会社法
（平成17年法律第86号）第２
条第６号に規定する大会社、
②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資
産の流動化に関する法律第２
条第３項）等である場合に限

定される。

ｂ Ⅰ

平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた
中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいと
のニーズがほとんどないという結果であったため、こう
したニーズがその後変化したか十分に見極めていく必

要があると思われる。
以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省庁
とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

（社）全国地方銀
行協会

5 A
コミットメントライン契約適用対

象のさらなる拡大

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適用対
象を拡大し、ａ.中小企業（資本金３億円以下等）、ｂ.
地方公共団体、地方公社、独立行政法人等をその

範囲に含める。

平成13年６月の法改正により、それまで商法特例法
上の大会社に限定されていた対象企業等に、①資本
の額が３億円を超える株式会社、②証券取引法の規

定による監査証明を受けなければならない株式会社、
③特定債権等譲受業者、④特定目的会社および登録
投資法人等が加えられたが、より幅広い中小企業へ
の金融の円滑化を図り、中小企業経営の安定と銀行
の収益機会の拡大に資する観点からは、さらなる適用

対象の拡大が必要である。
また、地方公共団体等の資金需要に対してより安定

的・機動的に対応していく観点から、これらも適用対象
に含めるべきである。

特定融資枠契約
に関する法律 第

２条

5022A 5022003 G11 z09008
金融庁、
法務省、

特定融資枠契約に関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定
融資枠契約）に係る手数料が
利息制限法及び出資法上の
「みなし利息」の適用除外とな

るのは､借主が、①会社法
（平成17年法律第86号）第２
条第６号に規定する大会社、
②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資
産の流動化に関する法律第２
条第３項）等である場合に限

定される。

ｂ Ⅰ

平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた
中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいと
のニーズがほとんどないという結果であったため、こう
したニーズがその後変化したか十分に見極めていく必

要があると思われる。
以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省庁
とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

社団法人 第二地
方銀行協会

3 A
コミットメントライン契約適用対

象の拡大

コミットメントライン契約に係る手数料が利息制限法
および出資法上のみなし利息の適用除外となる借

主の対象を拡大し、中小企業（資本金3億円以下）の
ほか地方公共団体等を加える。

  コミットメントライン契約は、中小企業等にとっても安
定的な資金調達のための有益な手段であり、中小企
業の資金調達手段の多様化を図ることが可能となる。
  なお、「各省庁からの再回答について」(平成18年8月
14日)では、「優越的な地位を濫用し、・・・『借り手』にコ
ミットメントライン契約を押し付けることによる弊害が発
生するおそれがある。」とされているが、銀行は、監督
当局からの要請等を踏まえ、優越的地位濫用防止の
ための適切な態勢の構築に努めていることから、そう

した事態は生じないと考える。

・特定融資枠契
約に関する法律

第2条
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5032A 5032020 G11 z09008
金融庁、
法務省、

特定融資枠契約に関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定
融資枠契約）に係る手数料が
利息制限法及び出資法上の
「みなし利息」の適用除外とな

るのは､借主が、①会社法
（平成17年法律第86号）第２
条第６号に規定する大会社、
②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資
産の流動化に関する法律第２
条第３項）等である場合に限

定される。

ｂ Ⅰ

平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた
中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいと
のニーズがほとんどないという結果であったため、こう
したニーズがその後変化したか十分に見極めていく必

要があると思われる。
以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省庁
とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

都銀懇話会 20 A
特定融資枠契約の借主の対

象範囲拡大

ⅰ)特定融資枠契約に係る手数料が利息制限法及
び出資法上のみなし利息の適用除外となる借主の
対象範囲を拡大し、中小企業(資本金3億円以下等)
等に加え、以下のような借主を追加。①地方公共団
体、②独立行政法人、③国立大学法人、④学校法
人、⑤医療法人、⑥共済組合、⑦消費生活協同組
合、⑧市街地再開発組合、⑨特別目的会社(「証券
取引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3

項に規定する有価証券を定める内閣府令」に定める
有価証券を発行する法人並びにそれに準ずる外国

法人)
ⅱ)資産流動化業務に関して、特定融資枠契約の借
主となることができる者に、「合同会社」および「有限

責任中間法人」を追加。

ⅰ)コミットメント・ライン(特定融資枠契約)は、既に制度
が導入されている大企業等のみならず、中小企業や
地方公共団体等にとっても有益な資金調達手段。経
済的弱者保護という本法の当初の趣旨は首肯できる
ものの、現環境下においては、借主の範囲について
中小企業等を一律に排除していることは適切ではな
い。同様に、地方公共団体・独立行政法人・国立大学
法人等、十分な金融・法務知識を有する先について
は、コミットメント・ライン契約を可能とすることによっ

て、資金調達の多様化・安定化等が図れると考えられ
る。

ⅱ)資産流動化業務において、有限会社と同様に、ＳＰ
Ｃとして利用されている合同会社および有限責任中間
法人との間で、流動性補完のためにコミットメントライ
ン契約を締結する必要がある場合がある。本要望が
措置されれば、資産流動化業務の更なる進展が図ら

れる。

・特定融資枠契
約に関する法律

第2条

・特定融資枠契
約の適用対象

は、下記のように
限定されている。
①会社法上の大
会社(資本金5億
円以上又は負債
額200億円以上)
②資本金3億円
超の株式会社③
証取法規定で監
査証明を受ける

株式会社等
・資産流動化業
務に関して、特

定融資枠契約の
借主となることが
できるのは 株式

5065A 5065004 G11 z09008
金融庁、
法務省、

特定融資枠契約に関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定
融資枠契約）に係る手数料が
利息制限法及び出資法上の
「みなし利息」の適用除外とな

るのは､借主が、①会社法
（平成17年法律第86号）第２
条第６号に規定する大会社、
②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資
産の流動化に関する法律第２
条第３項）等である場合に限

定される。

ｂ Ⅰ

平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた
中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいと
のニーズがほとんどないという結果であったため、こう
したニーズがその後変化したか十分に見極めていく必

要があると思われる。
以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省庁
とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

社団法人全国信
用金庫協会・信

金中央金庫
4 A コミットメントライン契約の適用

対象企業の拡大

（特定融資枠契約法の規制の緩和）対象企業を拡大
する。

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適用
対象を拡大し、①中小企業（資本金３億円以下
等）、②地方公共団体や特別法で定められた地

方公社等をその範囲に含める。

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）に係る手数
料が利息制限法及び出資法上の「みなし利息」の適

用除外となるのは、借手が資本金が３億円を超える株
式会社ーなどに限定されており、中小企業（資本金３
億円以下等）、地方公共団体等には認められていな
い。地域金融機関のメイン取引先がほぼ当該契約の
対象外であることは、我が国の制度に定着していない

ために借手側のニーズも希薄とならざるを得ない。
一方、ここ数年間のコミットメントライン契約を利用した
借入は、中堅規模以上の中小企業にも広がっており、

潜在的要素は広まりつつある。
したがって、コミットメントライン契約（特定融資枠契

約）の適用対象を拡大することにより、中小企業の資
金調達の多様化が図られることになるため、規制緩和

していただきたい。

特定融資枠契約
に関する法律第

２条
継続

5070A 5070006 G11 z09008
金融庁、
法務省、

特定融資枠契約に関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定
融資枠契約）に係る手数料が
利息制限法及び出資法上の
「みなし利息」の適用除外とな

るのは､借主が、①会社法
（平成17年法律第86号）第２
条第６号に規定する大会社、
②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資
産の流動化に関する法律第２
条第３項）等である場合に限

定される。

ｂ Ⅰ

平成15年に実施した借り手側のニーズ調査によれ
ば、平成13年改正で新たに借主の範囲に加えられた
中堅企業の利用状況が低調であり、さらに、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用したいと
のニーズがほとんどないという結果であったため、こう
したニーズがその後変化したか十分に見極めていく必

要があると思われる。
以上を踏まえ法務省及び金融庁としては、関係省庁
とも連携をとりながら今後も引き続き検討を行う。

社団法人全国信
用組合中央協会

6 Ａ
コミットメントライン契約の適用

対象企業を拡大すること

コミットメントライン契約（特定融資枠契約）の適用対
象を拡大し、中小企業等の資金調達手段の多様化
を図ることが必要であることから、中小企業（資本金
３億円以下等）、地方公共団体、独立行政法人、地
方独立行政法人、地方公社等をその範囲に含める

こと。

信用組合のメイン取引先の大部分が当該契約の対象
外であるため、コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）の適用対象を拡大し、中小企業等の資金調達手
段の多様化を図ることが必要であることから、中小企
業（資本金３億円以下等）、地方公共団体、独立行政
法人、地方独立行政法人、地方公社等をその範囲に

含めること。

特定融資枠契約
に関する法律第

２条

5022A 5022001 z09009

内閣官
房、人事
院、内閣
府、公正
取引委員
会、警察
庁、防衛
庁、金融
庁、総務
省、法務
省、外務
省、財務
省、文部
科学省、
厚生労働
省、農林
水産省、
経済産業
省 国土

─

法務省が民間機関と締結する
物品の購入や賃貸借の契約
については，債権譲渡禁止特
約の条項が盛り込まれてい
る。ただし，信用保証協会及
び金融機関に対する売掛債

権の譲渡については解除され
ている。

ｂ ─
全省庁の統一的なルールが策定されるならば，これに

従い対応したい。
社団法人 第二地

方銀行協会
1 A

国・地公体等の公的機関向け
金銭債権の譲渡禁止特約の
適用除外（譲渡先が金融機関

の場合）

民間企業の国・地公体等公的機関向け金銭債権に
ついては、売買契約・請負契約上、譲渡先が金融機
関の場合は債権譲渡禁止特約の適用除外とするこ

とを統一化する。

  国・地公体等の公的機関に対する金銭債権には譲
渡禁止特約が付いていることが多く、中小企業の資金
調達のために売掛債権担保融資を行うに当たり、承

諾等に係る事務手続きや時間を要することから、中小
企業の円滑かつ機動的な資金調達を阻害している。

5022A 5022002 z09010 法務省、
動産及び債権の譲渡の特例

等に関する法律

動産譲渡登記のされた譲渡
が，先行してされた占有改定
を原因とする担保目的の譲渡
に優先することにはされてい

ない。

ｂ Ⅰ

動産譲渡登記制度は運用開始後未だ１年程度を経た
に過ぎないものであるから，法務省としては，今後の利
用状況の推移を注視しつつ，関係省庁とも協力の上，
この制度の周知を図るとともに，この制度が活用される

ための環境整備に努める。

本件要望が
求める動産
譲渡登記へ
の優先効の

付与は，動産
譲渡登記制
度の立案段
階においても
最大の論点
として精力的
に検討された
ものである

が，関係各界
や学識経験
者の意見が
大きく分か

れ，対抗要件
相互間の優
劣決定基準
を錯綜させ

る，制度の濫
用が頻発し

かねないなど
の反対意見
も強かったこ
とから，導入
が見送られた
ものである。
したがって

社団法人 第二地
方銀行協会

2 A
動産譲渡登記制度の公示性

の強化

登記された担保目的の動産譲渡は、当該登記が、
他の担保目的の動産譲渡が占有改定により対抗要
件を備えた後にされたものでも、この動産譲渡の譲

受人に対抗することができるようにする。

  動産譲渡登記制度により、動産担保の公示性は増し
ているものの、占有改定による先行の譲渡担保に劣
後する恐れがあることから、企業が動産を活用して行

う資金調達の円滑化を阻害している。

・動産及び債権
の譲渡の対抗要
件に関する民法
の特例等に関す

る法律第３条
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5024A 5024011 z09011

警察庁、
法務省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法、
出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定
める省令、技能実習制度に係
る出入国管理上の取扱いに

関する指針

・在留資格「研修」の在留期間
は、最長1年とされている。

・研修及び技能実習の期間は
併せて最長３年とされている。
・技能実習の対象職種は、６２
職種１１４作業となっている。

ｃ Ⅲ、Ⅳ

研修・技能実習制度については、関係省庁とも連携し
て制度自体の見直しを行っていくこととしているが、研
修生の受入れを巡る問題が多発していることから、ま
ずは現行制度の適正化を図ることが必要であると考え

る。
また当該制度は、事前に提出する研修計画に基づき一
定の期間行われる研修により修得した技術、技能等の
評価を行い、一定の水準に達している等の要件を満た
した場合に、はじめて、技能実習に移行することが可能
となるものであり、単に研修期間を短縮することはでき
ない。研修・技能実習制度は、我が国において修得し
た技術等を本国で活かすという技能移転を目的とした
制度であり、研修・技能実習生に対してそのまま就労
することを認めることは、当該制度の趣旨にも反するも

のであり、困難である。
また、研修・技能実習制度については、研修生等を低
賃金労働者として稼働させるなど同制度の悪用事案な
どの問題が払拭されない現状が依然としてある以上、
まずはこれらの問題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をとることはできない。
技能実習の対象職種については、公的評価制度に基
づき客観的に評価できるものであって、かつ、送出し国
のニーズに合致するものであることが必要である。した
がって、技能検定制度が整備されるか、又は評価制度
が整備され、国際研修協力機構の認定を受ければ対

象職種とすることは可能である。
研修生は技術等を学ぶ者であるから，実務研修であっ
ても。当然に労働者と同様の時間帯で行われるべきも
のではない。交替制シフトによる研修は一定の場合に
限って認めており，この要件やこれまでに認めた事例

については既に公表している。

社団法人 日本
自動車工業会

11 A
外国人研修・技能実習制度の

見直し

① 研修」期間の短縮と 技能実習」期間の延長につ
いて

・ 研修期間：技能研修を前提として来日する場合、
来日前に一定レベルの技能や日本語能力を身につ
けていれば、研修期間を短縮しても以後の技能実習
への支障はないと思われ、研修期間は6ヵ月でも十
分であると考えられる。よって研修期間を短縮し、技
能実習期間を長くするなど、制度に柔軟性を持たせ

るべきである。
・ 技能実習期間：派遣期間3年のうち実習期間は2年
が限度となっている。仮に上記要望により研修期間
が６ヵ月となった場合でも、現行制度では実務研修
期間は２．５年である。一定レベル以上の技能を身
に付け、さらに高度な技能もしくは多能工として必要
な関連技能を身に付け、出身国の技術レベル向上
に貢献できるようにするためには、継続してしっかり
した技能習得が必要であり、少なくとも5年間が必要
である。研修・技能実習期間を５年に延長すべきで

ある。
②「技能実習」の対象職種の拡大

・ 自動車産業の海外進出による現地生産が拡大し、
現地従業員の技能実習生を多数受け入れている
中、自動車製造関連の対象職種が少ないことによ
り、本来目指すべき必要な技能実習が出来ない状
況にある。自動車製造関連の職種の拡大を要望す

る。
③研修期間中の実務研修における時間の制限の撤

廃
・ 自動車産業の生産ラインは交替制勤務が主流で
ある。実務研修はOJTが基本である以上、交替制勤
務のシフトの中での研修を行えるよう時間に関する

制限の撤廃を要望する。
・ また、現場におけるOJTという観点からは、ある一

幅 時間外勤務に いて 制限緩和 要望

現行の研修・技能実習制度は、下記のような厳格
な要件が定められている。

①1年間の「研修」と2年間の「技能実習」の最長3
年間で構成②「技能実習」の対象職種の限定③
研修期間中の研修時間の制限（時間外対応、交
替制勤務対応の不可）④1年後の技能検定資格

の取得の義務付け

グロ－バル化の進展により、より高度な技術･技能の
習得のために、より多くの外国人がわが国での実務
研修を行う必要性が出てきている。そのような中、派

遣期間、研修期間中の扱いなどに労働時間の制約や
資格取得等の厳格な要件などが、制度の適正かつ円
滑な推進、一層の充実のための制約となっている。

出入国管理及び
難民認定法第７
条第１項第２項
号の基準を定め

る法令
在留資格「研修」
に係る基準省令
に関する法務省
告示（平成2年8
月17日法務省告

示第246号）
技能実習制度に
係る出入国管理
上の取り扱いに
関する指針（平
成5年4月5日法
務省告示第141

号）
技能実習制度の
基本的枠組み

・新規要望
・当会重点要望項目

5032A 5032023 z09012 法務省、
債権管理回収業に関する特

別措置法第２条第１項

債権回収会社が取り扱うこと
のできる債権は，一定の限度
内に限定され，「特定金銭債

権」と定義されている。

b Ⅰ
引き続き，関係団体等と具体的な改正内容に係る意見

の調整を行っているところである。
都銀懇話会 23 A

サービサーが取扱可能な「特
定金銭債権」の範囲の拡大

・サービサーが取扱可能である「特定金銭債権」の
範囲拡大(手形割引に基づく手形買戻請求権、各種
手数料債権、貸付契約に付随して締結された金融デ

リバティブ取引契約に基づく債権等)。

・現状のままでは、サービサーを最大限活用すること
ができず、銀行業界全体として非効率。

・本要望が実現することにより、銀行債権をサービ
サーへ委託するための障壁がミニマイズされ、銀行業

界・サービサー業界双方の活性化に繋がる。

・債権管理回収
業に関する特別

措置法第2条

・「債権管理回収
業に関する特別
措置法」(以下

「サービサー法」)
の規定上、サー
ビサーが取扱可
能である「特定金
銭債権」の範囲
が限定的なた

め、銀行の希望
通りサービサー
への委託が出来

5032A 5032024 z09013 法務省、
債権管理回収業に関する特

別措置法第２条第１項

債権回収会社が取り扱うこと
のできる債権は，一定の限度
内に限定され，「特定金銭債

権」と定義されている。

b Ⅰ
引き続き，関係団体等と具体的な改正内容に係る意見

の調整を行っているところである。
都銀懇話会 24 A

ファクタリング業務に係る規制
緩和

・債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー
法)第2条に定める「特定金銭債権」の15号関係(ファ
クタリング債権関係)に、保証ファクタリング業務の保

証履行債権を加える。

・ファクタリング業務は、銀行法第10条第2項に定める
付随業務の一つとして、都市銀行においては関連ファ
クタリング会社を通じて提供されており、近年において
は、一括決済方式などを通じて、喫緊の課題である中

小企業金融の円滑化にも貢献している。
・ファクタリング会社が取扱う保証ファクタリング業務の
保証履行債権が特定金銭債権に含まれれば、ファク
タリング会社の保証サービス業務が拡大し、更なる中
小企業金融の円滑化に資するとともに、中小企業の

回収業務の効率化(回収業務のアウトソーシング)が一
層促進される。

・債権管理回収
業に関する特別

措置法第2条
・債権管理回収
業に関する特別
措置法施行令第

2条

・「債権管理回収
業に関する特別
措置法(サービ
サー法)」に定め
る「特定金銭債

権」の範囲は、金
融機関等が保有
する貸付債権等
が限定列挙され
ているが、ファク
タリング会社が

取り扱う保証ファ
クタリング業務の

5032A 5032025 z09014
金融庁、
法務省、

民法第466条第2項
当事者が譲渡禁止の意思表
示をした場合，指名債権の譲

渡は禁止される。
ｃ Ⅰ

法務省は，民事基本法を所管する立場から，信託営業
者等についての特例措置に関する所管府省による検

討に協力を行う。

本件要望は，
私人間にお
ける債権譲
渡一般につ

いての見直し
ではなく，譲
受人が信託
営業者等一
定の免許業
者の場合に

限定した特例
措置の検討
を求めるもの
であるから，
当該業者を
所管する省
庁において

検討がされる
ものと承知し
ているが，そ
の検討に対し
て必要な協

力は行って参
りたい。

都銀懇話会 25 A
債権流動化における債権譲
渡禁止特約の対外効の制限

・売掛債権等の一定の種類の指名債権に限定し、か
つ①「信託業法」又は「金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律」に基づく信託営業者に対する信託
が譲り受ける場合、又は②特定目的会社及び「証券
取引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3

項に規定する有価証券を定める内閣府令」に定める
有価証券を発行する法人並びにそれに準ずる外国
の法人が譲り受ける場合、③金融機関(①を除く)が
譲り受ける場合に限り、譲渡禁止特約の対外効を制
限するよう「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特

例等に関する法律」を一部改正。
・民法第466条第2項の譲渡禁止特約の対外効を制
限する規定を盛り込む。(併せて、法律名を例えば

「債権譲渡に関する民法の特例に関する法律」に改
める)

・そもそも民法第466条第2項の規定が起草された当
時は、原債務者を過酷な取立てなどの権利行使から
保護することが背景にあったと見られるが、譲受人を
信託営業者等一定の免許業者等に限定することによ

り、その目的は十分達成できる。
・現在の譲渡禁止特約の対外効は、原債務者に保護
を与える手段としては過剰規制であり、逆に原債権者
の資金調達を妨げる要因となっているなど弊害が多
く、緩和されるべきである。一方で譲渡禁止特約付債
権も、最高裁判例で既に差押及び転付命令の対象と
認められている点と照らし合わせれば、より広く原債
権者の資金調達のために活用されるべきである。

・我が国の債権譲渡関連法制を国際的な趨勢に適合
させることにより、我が国の債権流動化市場の拡大を

図ることができる。

・民法第466条第
2項

・債権譲渡の対
抗要件に関する
民法の特例等に

関する法律

・民法第466条第
2項によれば、指
名債権におい

て、予めその債
務者が債権譲渡
を禁止していた
(譲渡禁止特約)
にも関わらず債
権譲渡がなされ
た場合で、かつ
譲受人が当該譲
渡禁止特約の存
在を知っていた
場合、譲渡人(原
債権者)と譲受人
との間の債権譲
渡契約そのもの
が無効(譲渡禁

5034A 5034017 z09015 法務省、
会社法１６０条、会社法施行

規則２８条・２９条

株式会社の株主は，当該会
社が特定の株主から自己株
式を買い受けることについて
の通知を受け取った場合に
は，その会日の５日前（定款
で短縮可能）までに当該特定
の株主に自己をも加えたもの
を株主総会の議案とすべきこ
とを請求することができる。

ｂ Ⅲ

   会社法に基づく会社法施行規則29条においては、株
式譲渡制限会社であっても、株主が左記請求をするか
否かの判断をするための期間として実質的に最低2日
を確保することができるための改正をするとともに、そ
れぞれの株式譲渡制限会社の個別事情に応じて定款
によってその期間を伸長することができる旨規定し、株
式譲渡制限会社の株主において上記判断期間が自ら
にとって十分でないと考える場合には、当該期間を伸
長する内容となる定款の定めを設けることができること

として定款自治による対応を原則としている。
   他方で、具体的事情によってはかかる定款変更の要
求が常に受け入れられるとは限らず、その場合、特に
内部的意思決定に時間を要する一部の機関投資家に
とっては判断期間が十分に確保されないことがあると

の指摘がされている。
したがって、上記のような指摘があることをも踏まえ、

会社法施行規則29条が規定する5日間という原則的な
期間を短縮することにより定款自治の範囲をより狭め

ることとすることが株式譲渡制限会社の実情に照らして
相当であるか否かについて検討を行う。

生命保険協会 17 A

未公開会社（株式譲渡制限会
社）が特定の株主から自己株
式を取得する際に他の株主が
買取を請求できる期間の確保

株式譲渡制限会社が、株主総会決議によって特定
の株主から自己株式を取得する際に、他の株主が

自らも買取対象に含めることを請求できる期間（当該
議案の通知を受領した日から買取の請求締切日ま

で）を１週間程度確保して頂きたい。

特定の株主から自己株式を取得する場合、他の株主
は自らも買取対象に含めることを総会開催日の原則５
日前までに請求しなければならないため、当該判断を
極めて短期間に行わなければならず、郵送の状況に

よっては、権利を行使できないケースも起き得る。
会社法施行規則において、定款で５日間を下回る期
間を定めることができる旨が規定されているものの、
機関投資家サイド等から買い取り請求期間が確保さ
れた定款とするように促し実現させることは困難であ
る。このため、その他株主が買取を求めることができ
るとする制度の趣旨が活かされない場面が生じる。

会社法第160条
第2項、同第3

項、同法施行規
則第29条

会社法において、株式譲渡
制限会社においては、株主
総会の招集通知の発送期限
は、総会開催日の原則１週
間までとなっている。一方、

株式会社が株主総会決議に
よって特定の株主から自己
株式を取得する際、他の株
主は総会開催日の原則５日
前までに自らも買取対象に
含めることを請求できる。
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5040A 5040001 z09016 法務省、

出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定
める省令の研修の在留資格
に係る基準の5号の特例を定
める件、出入国管理及び難民
認定法第7条第1項第2号の基
準を定める省令の研修の在

留資格に係る基準の６号の特
例を定める件

・受入れ機関が我が国の国若
しくは地方公共団体の機関又
は独立行政法人である場合

その他法務大臣が告示をもっ
て定める場合については、一
定の要件が免除されている。

ｄ Ⅲ

当該研修が「国の…資金により主として運営されている
事業として行われる研修」に該当するか否かは、国が
支出する資金の額、当該研修の実施に要する費用全

体に占める割合、その実際の使途等を検討し個別に判
断される。

また、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の
基準を定める省令の法別表第1の４の表の研修の項の
下欄に掲げる活動の欄第9号により、当該研修に関し
「あっせん」を行う機関が介在する場合には、「営利を

目的とするものではないこと」と規定されており、当該研
修の実施態様について、この点からも検討が必要とな

る。
したがって、国から資金提供を受けている研修であるこ
とから、直ちに「国の…資金により主として運営されて
いる事業として行われる研修」に該当するとすることは

困難である。

民間企業 1 A

出入国管理及び難民認定法
第七条第一項第二号の基準
を定める省令の研修に係る基
準の5号及び6号の特例の緩

和

出入国管理法及び難民認定法第七条第一項第二
号の基準を定める省令の研修に係る基準の5号の
特例を定める件の6号及び出入国管理法及び難民
認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の
研修に係る基準の6号の特例を定める件の6号に、｢
申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の
法律により直接に設立された法人若しくは我が国の
特別の法律により特別の設立行為をもって設立され
た法人の資金により主として運営されている事業とし
て行われる研修を受ける場合｣とあるが、当社が補
助金を受けて行っている｢タイからの経済産業人材
育成支援研修生受入れ事業｣も、｢申請人が我が国
の国の資金により主として運営されている事業として
行われる研修を受ける場合｣として特例の対象と認

めるべきである。

実務研修をより効果的なものとするため、日本語
や日本の文化、マナー等の非実務研修を集合研

修形式で行いたい。

当社が国から補助金を受けて実施している｢タイから
の経済産業人材育成支援研修生受入れ事業｣は、｢申
請人が我が国の国の資金により主として運営されてい
る事業として行われる研修を受ける場合｣であるにも
関わらず、その実施主体が民間企業であるために特
例の対象とならないのは、同じように国の補助金を受
けて財団法人等によって行われている研修が特例の

適用を受けることと比べて公平性を欠く。
また、国の補助金を受けて実施する事業として行われ
る研修であれば、主体が民間企業の場合にも報告義
務等を通じて、研修の適正な実施が担保できるので、

入管法令の趣旨にも合致すると思われる。
よって、当社が補助金を受けて実施している｢タイから
の経済産業人材育成支援研修生受入れ事業｣も、｢申
請人が我が国の国の資金により主として運営されてい
る事業として行われる研修を受ける場合｣として特例

の対象と認めるべきである

出入国管理法及
び難民認定法第
七条第一項第二
号の基準を定め
る省令の研修に
係る基準の5号
の特例を定める

件

出入国管理法及
び難民認定法第
七条第一項第二
号の基準を定め
る省令の研修に
係る基準の6号
の特例を定める

件

5041A 5041047 G12 z09017

警察庁、
法務省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定

める省令

・「技能」の在留資格は「本邦
の公私の機関との契約に基

づいて行う産業上の特殊な分
野に属する熟練した技能を要
する業務に従事する活動」で
あり、法務省令において調理
人、建築技能者、航空機操縦
者等が該当する者として定め

られている。

ｃ Ⅲ

新たな分野における外国人の受入れについては、その
受入れ分野のみならず、その受け入れが我が国の産

業及び国民生活に与える影響、例えば、国内労働市場
への影響、産業の発展・構造転換に与える影響、社会
的コスト等について様々な観点から十分に勘案した上
で、政府全体としての総合的な判断により決定されるこ

とが必要である。

㈳日本ニュービジ
ネス協議会連合

会
47 A

海外からのスパ・セラピストの
受け入れ枠の拡大

出入国管理及び難民認定法において、外国人労働
者の受け入れを許可しているが、現在のところ、スパ
（温浴＋各種施術による心身の美容健康増進）のセ
ラピスト（その施術者・サービス提供技能者）の受け
入れの要件が明確化されていない。このため、国内
において、海外の優れたスパ・セラピストによるサー
ビスに提供を受けることが容易でなく、また、関連産

業の発展の阻害要因にもなりかねない。

出入国管理及び難民認定法においては、外国人
労働者の受け入れに際して、一定の技能を有す
る者については、例えば、料理人、建築士、ぶど
う酒鑑定など、特定の分野においては受け入れ
要件が明確に位置付けられている。スパ・セラピ
ストについても同様な要件を設定していただきた

い。

国民にとって、海外の優れたスパサービスの提供を受
けることが可能になり、心身のリフレッシュや健康な生
活の向上が期待される。また、国内において、関連す

るサービス産業の発展が期待される。

出入国管理及び
難民認定法第５

条及び７条

5075A 5075001 G12 z09017

警察庁、
法務省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定
める省令の研修の在留資格
に係る基準の5号の特例を定
める件、出入国管理及び難民
認定法第7条第1項第2号の基
準を定める省令の研修の在

留資格に係る基準の６号の特
例を定める件

・受入れ機関が我が国の国若
しくは地方公共団体の機関又
は独立行政法人である場合

その他法務大臣が告示をもっ
て定める場合については、一
定の要件が免除されている。

ｄ Ⅲ

当該研修が「国の…資金により主として運営されている
事業として行われる研修」に該当するか否かは、国が
支出する資金の額、当該研修の実施に要する費用全

体に占める割合、その実際の使途等を検討し個別に判
断される。

また、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の
基準を定める省令の法別表第1の４の表の研修の項の
下欄に掲げる活動の欄第9号により、当該研修に関し
「あっせん」を行う機関が介在する場合には、「営利を

目的とするものではないこと」と規定されており、当該研
修の実施態様について、この点からも検討が必要とな

る。
したがって、国から資金提供を受けている研修であるこ
とから、直ちに「国の…資金により主として運営されて
いる事業として行われる研修」に該当するとすることは

困難である。

テンプスタッフグ
ループ(テンプス
タッフ株式会社、
テンブロス株式会
社、テンプスタッ
フ・ユニバーサル

株式会社）

1 Ａ
研修生の研修受入機関の特

例の見直し

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号
の基準を定める省令の研修在留資格に係る基準の
五号の特例を定める件の六号及び、出入国管理法
及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定め
る省令の研修在留資格に係る基準の六号の特例を

定める件の六号
の「申請人が我が国の国の資金により主として運営
されている事業として行われる研修」として、国の資
金で補助する民間が主導となって行う事業を認めて

ほしい。

国の補助金を受けて行う事業としての研修の中
で、

その主体となる企業の集合研修は、（日本語研
修、異文化研修、商習慣、日本文化、管理研修

等）各企業で受け入れられる研修生に対して行わ
れる共通の研修である。共通の研修では、特に

日本語教育及び日本文化研修など専門的知識を
必要とし、その分野に特化した研修を実施するた
め、集合研修形式で、国から直接補助金の交付

を受ける企業が実施できるようにする。

国の補助金を受けて行う事業としての研修は、財団等
の公益法人が研修を行う場合は、特例で認められて
いる研修という扱いを受けるのに対し、補助金交付先
が民間企業の場合、財団等が行っている研修（日本
語研修や異文化研修、商習慣、日本文化、管理研修
など）と同様の遂行能力があっても行うことができな

い。研修実施が可能になれば費用対効果及び研修の
効果が高まる。また、財団で行われている研修と比較

が可能になり双方の研修レベルが高まる。

出入国管理及び
難民認定法第七
条第一項第二号
の基準を定める
省令の研修在留
資格に係わる基
準の第五号の特
例を定める件の
六号及び、出入
国管理法及び難
民認定法第七条
第一項第二号の
基準を定める省
令の研修在留資
格に係る基準の
六号の特例を定
める件の六号

5052A 5052001 z09018
法務省、
農林水産

省、

組合等登記令第３条第３項、
第１２条

従たる事務所の登記事項は、
主たる事務所の登記事項と同

様。
代理人の登記は、これを置い

た事務所において行う。

b Ⅱ

今般、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成１８年法律第５０号）において、各種法人の従たる
事務所の所在地における登記事項の簡素化が図られ
たところであるが、農林中央金庫を含む組合等登記令
の適用の対象となる法人についても、同様の措置を図

ることを検討している。

農林中央金庫 1 A
農林中央金庫の登記事項の

簡素化
農林中央金庫の登記事項に関して，会社法ならびに

銀行法等と同等の簡素化を要望する。

会社法の制定に伴い，会社の登記事項が簡素化さ
れ，銀行法，農協法，水協法等の各業法においても会
社法と同様の登記事項の簡素化が実現したが，農林
中央金庫の登記事項を定める組合等登記令において
は，会社法に準じた登記事項の簡素化が行われてい

ない。

このため，登記事務負担を軽減し，業務効率化を図る
観点から，他業態と同等の簡素化を要望するもの。

組合等登記令第
３条第３項

組合等登記令第
１２条

5054A 5054046 z09019 法務省、

①良質な賃貸住宅等の供給
の促進に関する特別措置法

附則第３条
②借地借家法38条２項
③借地借家法38条５項

①定期借家制度導入前に締
結された居住用普通借家契

約については，当事者の合意
に基づく定期借家契約への切
替えが，当分の間，禁止され

ている。
②定期借家契約を締結する
際には，賃貸人は，あらかじ
め，賃借人に対し，契約の更
新がなく，期間の満了により

契約が終了する旨を記載した
書面を交付して説明しなけれ
ばならず，この説明をしなかっ
た場合には契約の更新がな
いとする特約は無効となる。

③床面積が２００平方メートル
未満の居住用建物の定期借
家契約については，転勤，療
養，親族の介護等のやむを得
ない事情により，建物を生活
の本拠として使用することが
困難となった場合には，賃借
人に中途解約が認められて
おり，この中途解約権を排除

する特約は無効となる。

ｂ Ⅰ

本要望に関しては，平成１５年７月以降，与党議員によ
る，法改正に向けた具体的な検討が進められており，
法務省においても必要な協力等を行っているところで
ある。与党議員による検討作業は，法務省から「借家

契約の正当事由に関する裁判例調査」の結果を，国土
交通省から「定期借家制度実態調査」の結果をそれぞ
れ聴取し，また，業界団体，借地借家人関係団体，経
済団体，学識経験者等から幅広くヒアリングを行うなど
した上で，議員が各検討事項についての検討を行うと

いう形で進められているものと承知している。

（社）日本経済団
体連合会

46 A 定期借家制度の見直し

①定期借家制度導入前の居住用普通借家契約につ
いても定期借家契約に変更できるようにするべきで

ある。
②定期借家契約に関して、書面交付・説明の義務を

廃止すべきである。
③床面積２００平方メートル未満の居住用建物に関
しても、借家人の中途解約権を見直すべきである。

①既存の借家契約を定期借家に切替えられないこと
が、定期借家制度普及のネックになっている。

②契約上定期借家である旨が明記されていれば十分
であり、別途書面交付・説明をすることは手続きを煩

雑にするだけである。
③借家人の一方的な中途解約権は法的安定性を阻

害し、定期借家制度普及のネックとなっている。

良質な賃貸住宅
等の供給の促進
に関する特別措
置法附則第３条
借地借家法３８

条第２項、第５項

①定期借家制度導入前に締
結された居住用普通借家契
約は、当事者の合意に基づ
く定期借家契約への切替え
が当分の間禁止されてい

る。
②定期借家契約を締結する
際には、賃貸人はあらかじ
め賃借人に対して、契約の

更新が無く、期間の満了によ
り契約が終了する旨を記載
した書面を交付して説明しな
ければならず、この説明をし
なかった場合には、契約の
更新がないとする特約は無

効となる。
③床面積が２００平方メート

ル未満の居住用建物の定期
借家契約については、転

勤、療養、親族の介護等の
やむを得ない事情により建
物を生活の本拠として使用
することが困難となった場合
には、賃借人に中途解約権
が認められており、この中途
解約権を排除する特約は無

効となる。

5054A 5054047 z09020 法務省、 借地借家法第28条

賃貸人が契約の終了を主張
して賃借人に明渡しを求める
には，建物の使用を必要とす
る事情のほか，建物の賃貸借
に関する従前の経過，建物の
利用状況及び建物の現況並
びに建物の賃貸人が建物の
明渡しの条件として又は建物
の明渡しと引換えに建物の賃
借人に対して財産上の給付を
する旨の申出をした場合にお
けるその申出を考慮して，正
当事由があると認められるこ

とが必要とされている。

ｂ Ⅰ

本要望に関しては，平成１５年７月以降，与党議員によ
る，法改正に向けた具体的な検討が進められており，
法務省においても必要な協力等を行っているところで
ある。与党議員による検討作業は，法務省から「借家

契約の正当事由に関する裁判例調査」の結果を，国土
交通省から「定期借家制度実態調査」の結果をそれぞ
れ聴取し，また，業界団体，借地借家人関係団体，経
済団体，学識経験者等から幅広くヒアリングを行うなど
した上で，議員が各検討事項についての検討を行うと

いう形で進められているものと承知している。

（社）日本経済団
体連合会

47 A
借地借家法における正当事

由制度の見直し

賃貸借契約における正当事由制度を廃止すべきで
ある。もしくは存続させる場合においても、建物の老
朽化や耐震性、再開発を理由とした建替えの必要性

などを正当事由とするべきである。
また、いわゆる立退き料についても正当事由の要件
として位置付け、その上限を設定すべきである。上
限設定の例としては、用途別（事務所、店舗、住

宅）、目的別、築年数別などで立退き料を設定する
方法などが考えられる。

①旧借地借家法による普通賃貸借契約において、裁
判所が非常に高額の立退き料を認定していることもあ
り、特に都市部の土地機能の更新（建物の建替え）の
大きな障害となっているため、都市の防災上の観点か

らも好ましからざる状況になっている。
②不動産の流動化が進んでいる現在、特に開発型流
動化案件は、立退き料の予測可能性が低いことが事
業化に際しての大きなリスク要因となっている。立退き
料の上限があれば、貸主は立退き料を暫定的に借主
に支払うことで、明渡しを実現してから、裁判等によっ
て金額の確定することも可能となる（迅速な明渡しが

可能となる）。
③借家における正当事由制度は、住宅不足が懸念さ
れた戦時中（昭和１６年）に立法化されたものであり、
現在は借家が十分存在するため、既に社会的使命を

終えている。
④立退き料が高額であるため 結果的に立退き料目

借地借家法第２
８条

賃貸人が借家契約の終了を
主張して賃借人に明渡しを
求めるには、建物の使用を
必要とする事情のほか、建
物の賃貸借に関する従前の
経過、建物の利用状況及び
建物の現況並びに賃貸人が
建物の明渡しの条件として
又は建物の明渡しと引換え
に賃借人に対して財産上の
給付をする旨の申出をした
場合におけるその申出を考
慮して、正当事由があると認
められることが必要とされて

いる。

5054A 5054050 z09021

内閣官
房、警察
庁、法務
省、厚生
労働省、
国土交通

省、

・テロの未然防止に関する行
動計画（平成１６年１２月１０

日国際組織犯罪等・国際テロ
対策推進本部決定）

・旅館業法施行規則（昭和２３
年厚生省令第２８号）第４条の

２
・旅館業法施行規則の一部を
改正する省令の施行について
（平成１７年２月９日付け健発
第0209001号厚生労働省健康

局長通知）
・旅館業法施行規則の一部を
改正する省令の施行に関する
留意事項について（平成１７

年２月９日付け健衛発第
0209004号厚生労働省健康局

生活衛生課長通知）

・旅館業の経営者は、宿泊者
が日本国内に住所を有しない
外国人である場合には、その
者の国籍及び旅券番号を宿

泊者名簿に記載しなければな
らない。

・氏名及び旅券番号等を宿泊
者名簿に記載する際には、当
該宿泊者に対し、旅券の呈示
を求めるとともに、その写しを
宿泊者名簿とともに保存する

こととする。

c Ⅳ

外国人宿泊者に係る旅券の写しの保存の指導につい
ては，「テロの未然防止に関する行動計画（平成１６年
１２月１０日国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部
決定）」を踏まえ，外国人宿泊者に係る宿泊者名簿の

記載事項の正確性を担保することによって関係行政機
関による外国人テロリストに関する正確かつ迅速な情
報収集や追跡調査等に支障を来さないようにすること

を目的として措置したもの。
要望内容にある，旅行会社等から入手する国籍及び

旅券番号等を記載した団体旅行者名簿による確認に
よる代替については，旅行会社等から入手する名簿の

内容が正確であるという保証は必ずしもなく，これを
もって外国人団体ツアーの場合において旅券の写しの
保存の省略を認めることは，テロに対する国民の安全
等を確保するという当該措置の趣旨・目的と照らし合わ

せると，困難である。

（社）日本経済団
体連合会

50 A
旅館・ホテルにおける外国人
宿泊者の旅券写しの取得・保

存の見直し

外国人宿泊者に係る旅券の写しの取得・保存を省
略できるようにすべきである。

旅館・ホテルが旅行会社等から国籍及び旅券番号
等を記載した団体旅行者名簿を予め入手できる外国
人団体旅行者に関しては、同名簿と提示を求めた旅
券を照合することで宿泊者名簿に記載する氏名およ
び旅券番号等の正確性を確保できる。少なくとも他の
方法によって正確性を確保できる場合は、旅館・ホテ

ルの現場における混乱の発生をできる限り回避するよ
う、旅券写しの取得・保存の省略を認めるべきである。
「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対する各
省庁からの再回答について（平成18年8月14日）」で

は、「テロに対する国民の安全等を確保するための施
策の1つとして、その必要性が高いから、これを廃止す
ることは困難である」とされており、本要望は、当該措
置の廃止ではなく、運用の改善を求めているものであ

り、この点に留意した回答を求めたい。

テロの未然防止
に関する行動計
画（平成16年12
月10日国際組織
犯罪等・国際テロ
対策本部決定）
旅館業法施行規

則第4条の2
旅館業法施行規
則の一部を改正
する省令の施行
について（平成17
年2月9日厚生労
働省健康局長通
達）旅館業法施
行規則の一部を
改正する省令の
施行に関する留
意事項について
（平成17年2月9
日厚生労働省健
康局生活衛生課

長通達）

「テロの未然防止に関する行
動計画（平成16年12月10日
国際組織犯罪等・国際テロ
対策本部決定）」に基づき、
旅館業法施行規則（昭和23
年厚生省令第28号）が改正
され､2005年4月1日より、旅
館・ホテルの宿泊者名簿に
外国人宿泊客の国籍ならび
に旅券番号の記載が義務づ
けられるようになった｡併せ
て､厚生労働省健康局長通

達により､当該外国人宿泊者
の旅券のコピーをとり､宿泊
者名簿とともに保存するよう

指導されている。
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警察庁、
法務省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法、
出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定

める省令

・介護分野に係る在留資格は
設けられていない。

ｃ Ⅰ

日比ＥＰＡにおける看護師、介護福祉士の受入れにつ
いて，本年９月9日に署名がなされ，現在，国会で審議
されており，また、その受入れの詳細についても検討

が行われているところであって、これが未だ実施されて
いない現段階において、介護に係る在留資格の創設

等を行うことは困難であり、今後の実施状況を踏まえ、
慎重に検討を行っていく必要がある。

（社）日本経済団
体連合会

72 A
外国人の介護分野での在留

資格の整備

介護業務に関する専門性を有する介護福祉士に
ついては、全国の介護事業者等からの要望を踏まえ
て新たな在留資格を設け、わが国における外国人の
介護分野での就労を認めるべきである。同時に、わ
が国の高校卒業と同等程度の中等教育を修了した
外国人で一定の日本語能力を有する者について

は、「留学」等の在留資格においてわが国に２年間
滞在し、厚生労働大臣の指定した養成施設において
介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するこ
とを認め、介護福祉士の資格取得後、新たな在留資

格に変更することを可能とすべきである。
（*）

(*）
 将来的には、介護福祉士試験の受験による国家
資格を取得するための準備活動の一環として、

一定の日本語能力を有する者がホームヘルパー
等の公的資格を取得してわが国で就労することを
認めるとともに、これらの資格取得を支援すべく、
わが国の訪問介護員養成研修事業者等が日本
語教育ならびに日本と同様の課程を実施する分
校を海外で設置できる制度を設けることを検討す

べきである。

少子高齢化が一層進展する一方で、日本人介護福
祉士の離職率の高さにより、要介護者の十分なケア
がなされない実態が深刻化する状況下、わが国の介
護福祉士国家資格を取得した外国人については、専

門的・技術的分野に該当する労働者とみなすべきであ
る。また、質・量ともにコントロールされた介護人材を
外国から受け入れることは、高齢社会への現実的な
対応のみならず、肉親の看病や在宅介護から解放さ
れる者の就業率の向上を通じて、わが国経済社会の
活性化を促す一助となるものと期待される。今般、看
護師・介護福祉士の受入れスキームを含む日比経済
連携協定（EPA）が締結されたことは、これまで専門

的・技術的分野とみなされてこなかった介護分野にお
ける外国人就労への第一歩として、評価できる。しか
しながら、わが国の介護サービスの維持・充実の観点
からも、EPA交渉において合意した場合に限らず、同
分野での外国人受け入れの一層の促進に取り組むべ

きである。

出入国管理及び
難民認定法第7
条1項第2号の基
準を定める省令
社会福祉士及び
介護福祉士法
介護保険法

2006年9月9日に日比EPA
が締結され、一定の要件を
満たすフィリピン人介護福祉
士候補者の入国を認め、日
本語等の研修修了後、日本
の国家資格を取得するため
の準備活動の一環として就
労することを認める（滞在期
間の上限４年）とともに、国
家試験を受験後、国家資格
取得者は介護福祉士として
引き続き就労が認められる
こととなった。同時に、日本
語の研修修了後、課程を修
了した者に介護福祉士の国
家資格が付与されることとな
る日本国内の養成施設へ入
学する枠組も設けられること
となった。しかし、与えられる
在留資格が「特定活動」と暫
定的な対応となっているほ
か、他の外国人について

は、例え介護福祉士の国家
資格等を取得しても、介護分
野での就労を目的とした入
国は認められていない。こう
した中、自民党・外国人労働
者等特別委員会において
は、「FTA・EPA交渉の経緯
も踏まえ、外国人介護福祉
士が、我が国の国家資格を
取得した場合には、期間更
新が可能で、我が国で就労
できる在留資格の整備を検

5054A 5054073 z09023

内閣官
房、法務
省、文部
科学省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定第
２条の２、別表第１

・在留資格「人文知識・国際業
務」、「技術」、「投資・経営」に
ついては、在留期間は最長３

年となっている。

ｂ Ⅰ

高度人材の在留期間の伸長については、本年の入管
法改正により一定の範囲で実施（本年１１月２４日施
行）したところであるが，それ以外の分野については，

在留期間を伸長しても在留管理を適切に行い得る仕組
みの構築について、現在、内閣官房に設置された「在
留管理に関するワーキングチーム」において検討を

行っているところであり、この結果等を踏まえて、検討し
ていく必要がある。

（社）日本経済団
体連合会

73 A
高度人材に対する在留期間

の長期化

一般の専門的・技術的分野の外国人労働者につ
いて、わが国経済社会の様々な分野で活躍する（あ
るいは活躍が期待されている）「高度人材」の受入れ
をより一層促進すべく、在留期間を5年に伸長するよ
う、法制上の措置を含め必要な対策を早急に講じる

べきである。

専門的・技術的分野の中でも、在留資格「投資・経
営」等の「高度人材」については、現行の在留期間（3
年又は1年）終了までに更新の手続きを行う制度に代
えて、一定の報告義務等を課し資格外活動等を行っ

ていないことを証明すること等の手続きを導入すること
により、不法就労等の問題の発生を防止することがで
きる一方、問題のない「高度人材」の身分の安定性は

大いに高まると考えられる。
その他「高度人材」に含まれない一般の専門的・技

術的分野の在留資格者や、身分又は地位に基づく在
留資格者などの在留外国人については、就労状態、
居住状態、社会保険の加入状況、子供の就学状況等
を総合的に把握・管理する仕組みを検討し、在留期間
の伸長も含め、内閣官房の「在留管理に関するワーキ
ングチーム」等において、可及的速やかに結論を得べ

く、検討を加速化すべきである。

出入国管理及び
難民認定法第2

条の2第3項
出入国管理及び
難民認定法施行

規則別表第2

出入国管理及び難民認定
法では、現在、一度の許可
で与えられる在留期間は、
「外交」、「公用」及び「永住

者」を除き最長3年となってい
る。

2005年3月29日に策定され
た『第三次出入国管理基本
計画』では、専門的・技術的
分野の外国人の中でも「高

度人材」をより積極的に受け
入れる姿勢を示し、「経済、
文化等様々な面で我が国に
貢献している高度人材に対
しては、1回の許可でより長
期間の在留期間を決定する
こととし、安定的に我が国で
活動しやすい方策を構築す
る必要性が指摘されている」
として、「在留期間を伸長し
ても不法就労等の問題を発
生させない仕組みを確立す
ることを前提に、高度人材の
在留期間の伸長を図ってい
く。また、併せて高度人材に
含まれない専門的、技術的
分野の在留資格に係る在留
期間の伸長についても検討

していく。」としている。
これを受けて、内閣官房

「外国人の在留管理に関す
るワーキングチーム」や経済
財政諮問会議等における検
討を経て 定の研究者や

5054A 5054074 z09024
法務省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定第
２条の２、別表第１

・在留資格「技能」は、産業上
の特殊な分野に属する熟練し
た技能を要する業務に従事す

る活動とされている。
・在留資格「企業内転勤」を

もって在留する者が行う活動
は、在留活動「技術」又は「人
文知識・国際業務」の活動とさ

れている。

ｃ Ⅰ

現在では専門的、技術的分野に該当するとは評価され
ていない分野における受入れについては、政府として、
我が国の産業及び国民生活に与える正負両面の影響
を十分に勘案し，国民のコンセンサスを踏まえつつ、多

方面から慎重に検討していくことが必要である。
また、「企業内転勤」の在留資格をもって行う自然科学
分野や人文・社会学分野における知識等を要する活動
とはその性質を異にするものであることから、「企業内
転勤」の活動に、「技能」の活動を含めることは困難で

ある。

（社）日本経済団
体連合会

74 A
専門的・技術的分野の外国人

労働者の範囲の見直し

現在、専門的・技術的分野に該当するとは評価さ
れていない分野における外国人労働者の受入れに
ついて、政府全体としていたずらに結論を先送りせ
ず、期限を明確にしたうえで可及的速やかに検討を

加速化すべきである。
当面、例えば「技能」の在留資格で認められる活動

として、入管法別表第1の2に定められている「産業
上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業
務に従事する活動」をより柔軟に解釈して基準省令
を見直し、わが国の産業競争力、地域経済、ならび
に国民生活の維持・強化の観点から必要な外国人

受入れを推進すべきである。
具体的には、①高校卒業若しくはこれと同等程度

の中等教育を修了していること、②一定以上の実務
経験等を有すること（例えば、海外の日系企業等で4
年以上や研修・技能実習で3年修了など）、③一定以
上の日本語能力及び技能評価を受けていること（例
えば、技能検定若しくは厚生労働大臣が認定する企
業の社内検定など）を条件とし、「技能」の在留資格

の下で日本国内での就労を認めるべきである。
（*）

（*）同時に、「企業内転勤」の在留資格について
も、上記見直しに合せて、現在認められている
「技術」又は「人文知識・国際業務」に加え、「技

能」の在留資格に該当する活動も適用されるよう
検討すべきである。

今後、労働力人口の減少が不可避的な状況にある
中、わが国の国際競争力の維持・強化等を図る上で
は、わが国にとって付加価値の高い外国人労働者を
適切に受け入れていくことが重要である。とりわけ、わ
が国の競争力の源泉である生産現場に不可欠な技

術・技能、知識・ノウハウを有する人材や、豊かな国民
生活や地域経済を維持する上で不可欠な人材などを
より積極的に受け入れる必要性がますます高まってい

る。
例えば、マシンキーパー（生産システムのメインテナ

ンスを迅速かつ確実に行うため電気機械等に関する
高度かつ広範囲な専門的知識と技能を有する人材）
などや研修・技能実習修了後の就労（例：金型加工等
のわが国の産業競争力の維持・強化に必要な分野）
などについては、わが国産業界のみならず、EPA交渉
相手国からも関心が示されている。こうしたことから

も、在留・就業管理の見直し、社会保険加入の促進、
日本語教育の充実等、国内の受入れ体制を整備しつ
つ、EPA交渉相手国の要望に十分に配慮し、前向きに

対応することが求められる。

出入国管理及び
難民認定法第7
条1項第2号の基
準を定める省令

現在、就労を目的とする在
留資格として出入国管理法
で定められているのは、「投
資・経営」、「研究」、「技術」、
「人文知識・国際業務」、「企
業内転勤」、「技能」等の14
資格（「外交」、「公用」を除
く）であり、その具体的な要
件は、出入国管理及び難民
認定法第7条1項第2号の基
準を定める省令にて定めら

れている。
2005年3月29日に策定され

た『第三次出入国管理基本
計画』では、「専門的、技術
的分野における外国人労働
者の受入れを一層積極的に
推進していくことが重要であ
り，専門的、技術的分野と評
価できるものについては、経
済、社会の変化に応じ、在留
資格や上陸許可基準の見直
しを行っていく」と指摘すると
ともに、「現在では専門的、
技術的分野に該当するとは
評価されていない分野にお
ける外国人労働者の受入れ
について着実に検討してい

く」としている。また、自民党・
外国人労働者等特別委員会
方針（2006年7月18日）や、
規制改革・民間開放の推進
のための重点検討事項に関
する中間答申（同年7月31

5062A 5062001 z09025

警察庁、
法務省、
外務省、
文部科学
省、厚生
労働省、
経済産業

省、

出入国管理及び難民認定第
２条の２、別表第１、

出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定

める省令

・在留資格「人文知識・国際業
務」、「技術」、「投資・経営」に
ついては、在留期間は最長３

年となっている。

ｃ（一
部ｂ）

Ⅰ、Ⅲ

専門的・技術的分野の外国人労働者については、我が
国の経済社会の活性化に資することから、これまでも
積極的な受入れを図ってきたところであり、今後も、専
門的、技術的分野と評価できるものについては、経済、
社会の変化に応じ、産業及び国民生活に与える影響
等を勘案しつつ、在留資格や上陸許可基準の整備を

行っていきたいと考えている。また、高度人材の在留期
間の伸長については、本年の入管法改正により一定の

範囲で実施（本年１１月２４日施行）したところである
が，それ以外の分野については，在留期間を伸長して
も在留管理を適切に行い得る仕組みの構築について、
現在、内閣官房に設置された「在留管理に関するワー
キングチーム」において検討を行っているところであり、

この結果等を踏まえて、検討していく必要がある。
なお，看護師、介護福祉士の受入れについては，日比
ＥＰＡにおいて大筋合意がなされ，本年９月9日に署名
後，現在，国会で審議されており，また、その受入れの
詳細についても検討が行われているところであるため、
今後の実施状況を踏まえ、慎重に検討を行っていく必

要がある。

日本商工会議所 1 A
外国人労働者の受入れ拡大
①専門的技術分野の人材

知識・技能を有する優れた専門的技術的分野の外
国人労働者について、在留資格認定要件の緩和や
在留期間延長など制度の見直しや手続きの合理化・
簡素化を行われたい。また、経済連携協定（ＥＰＡ）

に向けた政府間協議において、看護士、介護士等の
日本での受け入れ緩和について、日本語および専

門分野での能力確保を前提に、受け入れの道を開く
べきである。併せて、留学生について、生活環境面
を含め、わが国における就職を支援する環境を整備

されたい。

国際競争の激化および少子高齢化の急速な進展の
中で、わが国の経済・産業を活性化させ、持続的な成
長を維持していくために、外国人労働者の受け入れは
重要な戦略のひとつであり、特に、左記の事項に重点

的に取組んでいただきたい。

出入国管理及び
難民認定法

出入国管理及び
難民認定法施行

規則
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5062A 5062002 z09026

内閣官
房、警察
庁、法務
省、文部
科学省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法、
出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定

める省令

・我が国に入国・在留しようと
する外国人については、行お
うとする活動内容に応じて在
留資格を得る必要がある。

ｃ Ⅰ、Ⅲ

少子・高齢化に伴う人口減少時代においては、単に量
的に外国人労働者の受入れにより補おうとすることは
適切ではなく、政府として、新たに受け入れようとする

産業分野の受入れが我が国の産業及び国内の治安に
与える正負両面の影響を十分に勘案する必要がある。

日本商工会議所 2 A
外国人労働者の受入れ拡大
②わが国で不足が予想される

分野の人材

今後、労働力不足が予想される製造、林業、観光、
福祉など、わが国の経済社会や国民生活にとって不
可欠な産業分野において、一定の管理の下に労働
者を受け入れる制度を創設されたい。仮に、すぐさま
全国一律の制度として導入することが著しく困難で
あるならば、まずは構造改革特区制度を利用し、台
湾方式による受け入れ制度の導入を検討されたい。

国際競争の激化および少子高齢化の急速な進展の
中で、わが国の経済・産業を活性化させ、持続的な成
長を維持していくために、外国人労働者の受け入れは
重要な戦略のひとつであり、特に、左記の事項に重点

的に取組んでいただきたい。

出入国管理及び
難民認定法

出入国管理及び
難民認定法施行

規則

5062A 5062003 z09027

警察庁、
法務省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法、
出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定
める省令、技能実習制度に係
る出入国管理上の取扱いに

関する指針

・研修・技能実習生の受入れ
人数は当該受け入れ企業の
常勤従業員数の5％以内と

なっている。
・技能実習の対象職種は、６２
職種１１４作業となっている。

ｃ Ⅲ、Ⅳ

研修・技能実習制度については、関係省庁とも連携し
て制度の見直しを行っていくこととしているが、研修生・
技能実習生の受入れを巡る問題が多発していることか
ら、まずは現行制度の適正化を図ることが必要である。
また、再研修については、その要件を明確化するととも
に、これまでに認めた事例の公表を既に行っているとこ

ろである。
なお、構造改革特区における受入れ人数枠の緩和措
置については、構造改革特区評価委員会における評
価意見にもあるように、不適正事例が多発しているの

が現状である。

日本商工会議所 3 A
外国人研修・技能実習制度の

運用緩和・拡充

外国人研修・技能実習制度に関して、成果が一定水
準を満たしている場合の再研修・再技能実習の制度
化、受け入れ人数枠の拡大や技能実習移行対象業
種の拡大、研修中の夜間を含むシフト勤務の許可、
受け入れ手続きの簡素化・迅速化等、近隣諸国およ
び国内企業のニーズに沿った運用緩和・拡充を図ら

れたい。
特に、構造改革特区における受け入れ人数枠の規
制緩和措置について、その効果を検証し、早急に全

国的な規制緩和に踏み切ることが望まれる。

諸外国の産業の振興、特に発展途上国の社会経済
の発展の担い手となる人材の育成に協力することを
目的に、従来よりもさらに踏み込んだ技術、技能、知

識の伝授を行える環境を整備いただきたい。

出入国管理及び
難民認定法

出入国管理及び
難民認定法施行

規則
技能実習制度に
係る出入国管理
上の取扱いに関

する指針

5064A 5064005 z09028
警察庁、
法務省、

刑法第１８５条，第１８６条
１ 賭博をした者は，５０万円
以下の罰金または科料に処

する（刑法第１８５条）。
２ 常習として賭博をした者

は，３年以下の懲役に処する
（刑法第１８６条第１項）。

３ 賭博場を開帳し，又は博
徒を結合して利益を図った者
は，３月以上５年以下の懲役
に処する（刑法第１８６条第２

項）。

カジノに係る行為は，刑法第
１８５条・第１８６条に規定する
罪の構成要件に該当しうる行

為である。

b Ⅰ

b:全国規模で検討中
刑法第１８５条及び第１８６条は，社会の風俗を害する
行為として規定されているところ，刑罰法規の基本法で
ある刑法を改正して，カジノのみを刑法第１８５条及び
第１８６条の構成要件から外すことはできない。カジノ
の特別立法については，いずれかの省庁において，カ
ジノを法制化する法律を立案することとなれば，その内
容について，法務省が個別に，当該省庁との協議に応

じる用意はある。

東京都 5 A カジノ実現に必要な法整備

・カジノを実現するために、必要な法整備を行うこと。
・その際に、地域の実情に即したカジノ運営を可能
にするしくみとするなど、地方自治体の意向を十分

踏まえるよう留意すること。

カジノ開設

・カジノは、有力な観光資源であり、新たなゲーミング
産業として、経済波及効果や雇用創出効果が大いに

期待できる。
・カジノは、現行法では、刑法の賭博および富くじに関

する罪で規制されており実施することができない。

刑法第１８５条～
１８７条（賭博お
よび富くじに関す

る罪）

5065A 5065005 z09029
金融庁、
法務省、

特定融資枠契約に関する法
律第2条

コミットメントライン契約（特定
融資枠契約）に係る手数料が
利息制限法及び出資法上の
「みなし利息」の適用除外とな

るのは､借主が、①会社法
（平成17年法律第86号）第２
条第６号に規定する大会社、
②資本金が３億円を超える株
式会社、③特定目的会社（資
産の流動化に関する法律第２
条第３項）等である場合に限

定される。

ｂ Ⅰ

プロジェクト・ファイナンスに関するコミットメントライン
契約の利用については、そのニーズを十分把握すると
ともに、その実態も含め慎重に検討する必要があり、

利息制限法及び出資法の適用除外とすることについて
は慎重に検討する必要がある。

社団法人全国信
用金庫協会・信

金中央金庫
5 A

プロジェクトファイナンスに関
する規制緩和

右記同様
プロジェクト・ファイナンスによる資金の貸付けを
特定融資枠契約に関する法律の対象に加える。

プロジェクト・ファイナンスにおいては、プロジェクトの
建設完了等一定の条件が満たされた場合に借入れを
受けられることを予め確保するため、借入人である特
別目的会社に対してコミットメントラインの設定が求め
られる場合が多い。かかる特別目的会社は特定融資
枠契約の対象である大会社が便宜的に設立した子会
社である場合が多く、その場合当事者は保護を要しな
い高度な金融知識を有する親会社の社員である。よっ
て、かかる大会社が議決権の過半数を有する特別目
的会社については、その親会社同様に特定融資枠契

約の対象としていただきたい。

特定融資枠契約
に関する法律第

２条
継続

5069A 5069002 z09030 法務省、
外国弁護士による法律事務
の取扱いに関する特別措置

法第10条

１ 外国弁護士となる資格を
有する者が資格取得国以外

の外国（同一国家内の他の州
における場合も含む。）におい
て外国弁護士となる資格を基
礎として資格取得国の法に関
する法律事務を行う業務に従
事した経験は、外国弁護士と
して行った職務経験に含まれ

る。
２ 外国弁護士となる資格を
有する者が日本において、そ
の資格取得国の法に関する

知識に基づいて行った労務の
提供は、通算して１年を限度
として資格取得国において外
国弁護士として行った職務の

経験とみなす。

c、「制
度の
現状」
の「１」
の部
分に
つい
てはd

－

我が国の弁護士、弁護士法人又は外国法事務弁護
士に雇用されて資格取得国の法に関する知識に基づ
いて労務を提供している外国法事務弁護士となる資格
の保有者は、法律事務を行うものではないものの、そ
の労務提供の内容は資格取得国等における若い弁護
士の仕事の内容と共通する部分が多く、実務経験とし
て完全に満足し得るものではないとはいえ、我が国の
弁護士又は外国法事務弁護士の適正な監督を受けて
いることから、例外として特に1年を限度になお算入で
きるものとした。かように日本における労務提供期間の
算入は、あくまで例外であり、実務経験と同視すること
はできないものである以上、算入限度を規制することに

は、合理性があるものと考える。
なお、資格取得国における外国弁護士が資格取得国
以外の外国（同一国家内の他の州における場合も含

む。）において外国弁護士となる資格を基礎として資格
取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経
験は、職務経験期間として算入することは現行法にお
いても認められている。例えば、ニュー・サウス・ウェー
ルズ州を資格取得国とする外国弁護士が同州の弁護
士となる資格を有することを基礎として、クイーンズラン
ド州において、ニュー・サウス・ウェールズ州の法に関
する法律事務を行う業務に従事した期間は、職務経験

期間に算入することが可能である。

オーストラリア政
府

2 A
外国法事務弁護士の職務経

験要件

日本は、日本で当該原資格国法に関する事務を行う
ための登録に当たり、開業資格を得た外国人弁護
士が自国での職務経験を十分であると認めるべきで
ある。

日本が上記の要望を認めない場合、

(i)オーストラリアの弁護士が日本で外国法事務弁護
士として自国の法律に関する法律事務を行うための
登録の際に、異なったオーストラリアの管轄の法律
に係わる職務経験の全てを認めるべきである。これ
により、現在の経験要件を満たすことになる。

(ii)オーストラリアの弁護士が日本で外国法事務弁護
士として自国の法律に関する法律事務を行うための
登録の際に、当該外国から来た弁護士の監督の下
で得た日本での職務経験を全て認めるべきである。

日本は、外国人弁護士が外国法事務弁護士とし
て自国の法律に関する法律事務を行うための登
録の際に、最低3年の原資格国法の職務経験を
有することを要求している。この職務経験が原資
格国での経験か、あるいは日本以外の他の外国
で得られた経験かを確認したい。オーストラリア
は、現行の制度では3年の職務経験の一部とし
て、日本で得れれた1年の経験を算入することが
できると理解している。

職務経験に係わる要件は外国弁護士の能力を
確認し、質の高さを確保することにより、日本の顧
客を護るためにあると理解している。しかし、外国
弁護士の原資格国法に関する能力や高い基準
の助言を確保するためには、受入国より、むしろ
弁護士の原資格国の所轄官庁がこれらを一番良
く判断ができる。オーストラリアは、オーストラリア
で日本法を助言する資格を持った日本の弁護士
に追加的な職務経験の要件を課していない。

日本が不必要な職務経験の要件を排除しない場
合は、現行の職務経験に、幾つかのオーストラリ
アの管轄での法律業務で得られた経験を一つの
オーストラリアの管轄の法律で得られえた経験と
して、個々を認めるべきである。州や準州から成
る連邦であるオーストラリアは統一された国家司
法職業法に基づく国家司法職業を作る方向で作
業しており、オーストラリアの異なった管轄で取得
した職務経験に重大な差異が無い。オーストラリ
アには、当該管轄に渡って大きく差異がない法律
分野がある。例えば、連邦政府の企業法2001年
(the federal Corporate Act 2001)に基づく法律で
ある。

5069A 5069003 z09031 法務省、
外国弁護士による法律事務
の取扱いに関する特別措置

法第45条

外国法事務弁護士法人の
設立は、認められていない。

ｂ Ⅰ

外国法事務弁護士法人等の設立要望に関し、かかる
制度の導入の是非は、日本における国際的法律サー
ビスの需要の動向、外国法共同事業の実態、弁護士
法人の実績、他の法令との整合性等の見地から十分
な検討が必要である。これに関連し、外国法事務弁護
士と弁護士等（弁護士法人を含む）との間の外国法共
同事業の自由化及び外国法事務弁護士による弁護士
の雇用の解禁を含む改正外弁法が2005年4月1日に完
全施行された。これは、これまでの規制を大胆に撤廃
し、我が国における外弁と弁護士等との広範な提携を
可能とするものであって、上記に述べた、日本における
国際的法律サービスの需要の動向、外国法共同事業
の実態、弁護士法人等の実績などに大きく影響するも
のと思われる。したがって、この要望に関し、現段階で
の何らかの見通しを述べることは不可能で、また、制度
の導入の可否にかかる検討の完了時期についても、

特定して述べることはできない。

オーストラリア政
府

3 A
外国法事務弁護士の法務事
務所の法人化

日本は、外国法事務弁護士が法務事務所法人を設
立し、日本で法人により外国法や国際的なサービス
を提供が出来るように、同様の法人化の権利を外国
法事務弁護士に認める方向で見直しをすべきであ
る。
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5069A 5069004 z09032 法務省、
外国弁護士による法律事務
の取扱いに関する特別措置

法第45、48条

外国法事務弁護士は、1年
のうち180日以上本邦に在留
しなければならない。外国法
事務弁護士の事務所は、そ
の外国法事務弁護士の所属
弁護士会の地域内に設けな
ければならず、また、外国法

事務弁護士は、いかなる名義
をもってしても、国内に２個以
上の事務所を設けることがで

きない。

ｃ －

外国法事務弁護士は、我が国において原資格国に
関する法律事務を取り扱うことを職務としていることか
ら、形式的に登録のみをして事務員等の資格のない者
に法律事務の処理を任せるなどという状態になること
を防ぎ、依頼者保護を図るためにも、少なくとも一年の
半分程度以上は我が国に在留する必要があると考え

ている。
また、外国法事務弁護士は所属弁護士会及び日弁

連の指導・連絡・監督を受けることとされており、この指
導・連絡・監督を受けるに当たって、加えて、依頼者の
保護の観点からも、事務所が日本国内に存在すること
は必要不可欠であり、単に、所属弁護士会及び日弁連
からの通知等を国外において電子的に受け取るだけで

は不十分であると考えている。
「上記３つのサービス提供モードは恒久的な商業施

設と相互に排他的で相容れない」との指摘に関し、国
境を越える取引（第１モード）については、事務所の設
置等の一定の要件を満たしている外国法事務弁護士
が外国から直接、日本の消費者にサービスを提供する
ことは妨げられないから、第１モードが「恒久的な商業
施設と相互に排他的で相容れない」との指摘は当たら
ないと考えている。海外における消費（第２モード）につ
いては、「制限しない。（None）」との記載に、自然人の
移動によるサービス提供（第４モード）については、「各
分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しな
い。」との記載に、改訂オファーの約束表において、そ

れぞれ改めている。

オーストラリア政
府

4 A 在住と商業設置の要件

日本は、(a)国境を超えたサービス（モード１）,(b)海外
でのサービス（モード２）、(c)一時入国(fly-in, fly-out)
（モード４）のサービス・モードで外国法のサービスを
提供しようとする外国法事務弁護士に課せられた最
低6ヶ月の在留要件や商業施設の要件を廃止すべき
である｡

日本は、当該外国から来た弁護士の監督の下で
得た日本での職務経験という限られた状況にお
いて、現行の1年に限るのではなく、得られた全て
の職務経験を認めるべきである。これらの弁護士
は外国の管轄で既に資格を受けた者で、日本で
得た職務経験は、日本以外で同様の仕事をして
得た経験と同等である。

日本は、次のようなサービスモード（GATSの規定）で
外国法業務を行おうとする外国法事務弁護士に最低
180日の滞在と商業施設(例、支店の開設)の要件を課
している。

(a) 国境を越えるサービスの提供（モード１）：オースト
ラリアの弁護士が電気通信を通して、サ－ビス提供者
と顧客がそれぞれオーストラリアと日本に居ながら、
日本の顧客にオーストラリア法に関するサービスを提
供する場合

(b) 海外でのサービス提供（モード２）：日本の顧客が
オーストラリアの弁護士からオーストラリアでオースト
ラリア法に関するサービスを受ける場合

(c)自然人の存在（モード４）：オーストラリアの弁護士
が日本に飛来して、顧客にオーストラリア法に関する
サービスを提供し、短期間の滞在後にオーストラリア
に帰国

上記の３つのサービス提供モードは恒久的な商業設
置（GATSモード３）と相互に排他的で相容れない。そ
れゆえ、オーストラリアは、6ヶ月の滞在要件や商業施
設の要件は負担となり不必要であると考える。日本
は、オーストラリアの2005年の規制緩和要望書に対す
る回答で、この中心的問題に答えていない。

オーストラリアは、外国法事務弁護士が地方の弁護士
会や日本弁護士連合会の規則の関係条項に準じなけ
ればならないことを理解している。オーストラリアは、
日本で商業的プレゼンスがなくても、外国法事務弁護
士は要求されている規定、指針や弁護士会の通知を
電子的に受け取ったり、海外の住所で受け取ることが

5071A 5071003 z09033
法務省、
外務省、
財務省、

─

法務省が民間機関と締結する
物品の購入や賃貸借の契約
については，債権譲渡禁止特
約の条項が盛り込まれてい
る。ただし，信用保証協会及
び金融機関に対する売掛債

権の譲渡については解除され
ている。

ｂ ─

債権譲渡禁止特約の解除の対象となる契約の拡大
（リース契約等）及び譲渡対象者の拡大（特定目的会

社等）については，そのリスクを考慮しつつ，平成１８年
度中の実施を目途に検討を進める。なお，全省庁の統
一的なルールが策定されるならば，これに従い対応し

たい。

社団法人リース
事業協会

3 A
国・地方自治体向け金銭債権
の証券化に関する債権譲渡

禁止特約の解除

各省庁及び地方自治体において、統一的かつ早急
に債権譲渡禁止特約の解除の対象となる契約（リー
ス契約等）及び譲渡対象者の拡大（特定目的会社

等）を望む。

各省庁（未対応の省庁；財務省、外務省、法務省）及
び地方自治体ごとに対応が異なり、引き続き、統一的

かつ早急な対応が求められる。

5075A 5075002 z09034

警察庁、
法務省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法、
出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定

める省令

・人文科学の分野に属する知
識を必要とする業務に従事し
ようとする場合には、従事しよ
うとする業務について、これに
必要な知識に係る科目を専攻
して大学を卒業し若しくはこれ
と同等以上の教育を受け又は
従事しようとする業務につい

て10年以上の実務経験により
当該知識を得ていることが必

要である。
・外国の文化に基盤を有する
思考又は感受性を必要とする
業務に従事しようとする場合
は、翻訳、通訳、語学の指

導、宣伝又は海外取引業務、
服飾若しくは室内装飾に係る
デザイン、商品開発その他こ
れらに類似する業務に従事

し、従事しようとする業務に関
連する業務について3年以上
の実務経験を有することが必

要である。

ｃ Ⅲ

客観的な指標が存在しないにも関わらず、単純に実務
経験年数の緩和を行うことは、その程度に関わらず、
単純労働者の受入れにつながるものであることから、
政府として外国人労働者受入れに係る基本政策を変

更することなく措置を行うことは困難である。また、外国
の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とす
る業務については、本邦における文化の中では育てら
れないような思考、感受性に基づく専門的能力を持っ
ていることを必要とするものであり、単に日本の大学、
各種専門学校にて教育を受けること等をもって当該条

件を満たしているとみなすことは困難である。

テンプスタッフグ
ループ(テンプス
タッフ・ユニバー
サル株式会社）

2 Ａ
就労が認められる在留資格で
ある人文知識・国際業務の基

準の見直し

人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事
しようとする外国人の実務経験基準の緩和と特例の

追加

人文科学の分野に属する知識を要する業務に従
事しようとする外国人の実務経験基準を5年とし、
外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍
する業務については特例として日本の大学、各
種専門学校にて4年以上教育を受けたものまた
は、日本の国家資格を取得しているものには外
国人特有の文化的知識や感性以外に申請者の

能力を活かした業が行えるものとする。

現在、日本には多くの外国人留学生が来日し教育を
受けているが、卒業後多くの留学生は帰国している。
その理由の一つとして就労査証の取得基準と大学の
専攻及び企業の雇用理由にミスマッチがおきている。
外国人留学生は日本語にも日本文化にも精通してお
り、日本人同様の活躍が期待できる。高度人材である
留学生を活用することにより日本の経済発展につなが

る。

出入国管理及び
難民認定法第七
条第一項第二号
の基準を定める

省令

5076A 5076002 z09035 法務省、

出入国管理及び難民認定法
第７条の２、

出入国管理及び難民認定法
施行規則第６条の２別表第４

・在留資格認定証明書の交付
申請については、本邦に上陸
しようとする外国人に代わっ
て、当該外国人を受け入れよ
うとする機関の職員等が代理

人として行うことができる。

ｃ Ⅲ

在留資格認定証明書の申請代理人については、入管
法施行規則第６条の２及び別表４に定められていると
ころ，これは，外国人本人と雇用契約を結んでいる相

手方等，外国人本人の奔放出に活動内容を証明でき，
かつ，当該外国人の入国後の活動について責任をも
つ（管理する）ことができる者について認めているもの

である。
したがって，グループ会社として人事，採用の業務のみ
を担っているだけでは，当該外国人の活動内容につい

て責任をもって立証することは困難と考える。

ソニー株式会社 2 A
在留資格認定証明書交付申
請手続の代理人範囲の拡大

代理人の範囲を拡大し、本邦に上陸しようとする外
国人に代わり、当該外国人と契約を結んだ本邦機関
の職員や当該外国人が転勤する本邦の事業所の職
員に加え、これら本邦機関・事業所の人事・採用業
務などを担当する機能分社（グループ会社）など密
接な関係を有する一定の本邦機関の職員も代理人
として、地方入国管理局に申請書を提出する手続き

を行うことを認めていただきたい。

経済のグルーバル化が進展する中、わが国企業の更
なる国際競争力強化に向けて、国籍を問わず優秀な
人材を確保することが急務となっており、既に多くの高
度人材が国境を越えて頻繁に移動し活動する状況と
なっている。一方で、グループ経営の法制度が整って
きたことなどを背景に、企業が専門機能を分社化し、
グループ内業務を集中管理する事例が増えている

が、在留資格認定証明書交付申請手続を含め現行法
令の多くは、こうした機能分社を想定していないため、
これらの事業展開の妨げとなっている。機能分社の目
的は、経営の効率化、遵法の精神に則った当該業務
の専門性強化、品質の向上をはかることであり、例え
ば親会社の連結対象子会社等で当該業務の委託契
約に基づきグループ企業の人事・採用業務を行う場
合、これらの職員は業務の遂行にあたって十分な専
門性を有し当該外国人が契約・転勤する機関の活動
の詳細を理解しており、書類の提出を代理しても支障

はないものと思われる。

出入国管理及び
難民認定法第七
条の二、同施行
規則第六条の
ニ、施行規則別

表第四

出入国管理及び難民認定法
では、在留資格認定証明書
交付申請について、本邦に
上陸しようとする外国人に代
わり、当該外国人を受け入
れようとする機関の職員、そ
の他の法務省令で定める者
が代理人としてこれをするこ
とができると定められてお

り、法務省令では、代理人の
範囲について、例えば、在留
資格「研究」「技術」「人文知
識・国際業務」では「本人と
契約を結んだ本邦の機関の
職員」に、同「企業内転勤」で
は「本人が転勤する本邦の
事業所の職員」に、限定され
ている。行政書士に加えて、
所属単位会を通じて地方入
国管理局長に届け出た弁護
士においても申請を行うこと
ができるよう該当法令の改
正は行われたものの、当申
請において十分な専門性を
有し、当該外国人が契約・転
勤する機関の活動の詳細を
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5078A 5078001 z09036 法務省、
出入国管理及び難民認定法

第２６条第１項

・本邦に在留する外国人がそ
の在留期間の満了の日以前
に本邦に再び入国する意図を

もって出国しようとするとき
は、再入国の許可を与えるこ

とができる。

ｃ（一
部E）

Ⅰ

外国人の再入国に関しては、我が国の国益を保持し、
出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留
状況、内外の諸情勢等を総合的に勘案した上で許諾
につき判断するものであり、その性質上、当該制度を

不要とすることは困難である。
また、再入国許可を受けて出国する場合には、外国人
登録証明書はそのまま所持することが可能となってい

る。
なお、再入国の許可の権限を有するのは日本国領事

館等ではなく、法務大臣である。

欧州ビジネス協
会

1 A

グローバル化の進展や産業
経済構造変革を支えるため、
既に在留資格を得た外国の
高度人材に対して、再入国許

可を不要にする。

出入管理、および難民法を以下のように改正するこ
とによって、査証が必要としない国籍をもつ外国人

は日本に在住する場合、出入国に当たって、再入国
を必要なくする。第 六 条 本邦に上陸しようとする

外国人（乗員を除く。以下この節において同じ。）は、
有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたもの
を所持しなければならない。ただし、国際約束若しく
は日本国政府が外国政府に対して行つた通告によ
り日本国領事官等の査証、再入国の許可を必要と
しないこととされている外国人の旅券、第二十六 条
の規定による再入国の許可を受けている者の旅券
又は第六十一条の二の十二の規定による難民旅行
証明書の交付を受けている者の当該証明書には、
日本国領事 官等の査証を要しない。第 九条 入国
審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に
規定する上陸のための条件に適合していると認定し
たときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をし

なければならない。
２ 前項の場合において、第五条第一項第一号又
は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚

生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を
経た後にしなければならない。

３  第一項の証印をする場合には、入国審査官は、
当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅
券にその旨を明示しなければならない。ただし、当

該外国人が国際約束若しくは日本国政府が外国政
府に対して行つた通告により査証、再入国の許可
を必要としない外国人、第 二十六条第一項の規定
により再入国の許可を受けて、又は第六十一条の
二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅
行証明書を所持して上陸するものである 場合は、
この限りでない。第 二 十六条 本邦に在留する外
国人（仮上陸の許可を受けている者、第十四条か

再入国許可の特殊な申請手続のせいで、すべての在
留外国人は（永住者を含め）、日本への再入国許可を
取得するために入国管理局をその都度訪れ、手数料
（最高6000円）を支払うことを義務付けられている。欧
州ビジネス協会（EBC）はかねてから、適切なビザを所
持する在留外国人は、ビザの有効期間中、自由に出

入国することを認められるべきだと主張してきた。
EBCのみるところ、この要件は時間的・金銭的に在留
外国人に不要な負担を課すだけでなく、入国管理法

違反の取締り面でより有効に活用しうるはずの乏しい
資源に頼ることで、入国管理局にも不要な負担を課し
ている。現行制度は、一般に外国人がビザの有効期
間中に出国しないことを前提としている。もし出国した
場合、外国人登録証を没収され、したがって、日本に
戻ってきたときには、いわゆる数次のビザをたとえ所
持していても、また一からビザを再申請しなければな
らない。数次または1回限りの再入国許可は理論上、
出国する正当な理由が例外的に存在し、その都度、こ
の面倒な手続を踏むことを望まない外国人のために

発行される。
しかし現実には、再入国許可は、ビザおよびその延長
の申請時にほぼ決まって申請・発行される。ここ数十
年の間に出張や海外旅行の頻度が増しているため、
在留外国人が3年間のビザ有効期間中ずっと日本国

内に留まるという前提はとうに時代遅れになっている。

出入管理、及び
難民法

5078A 5078002 z09037 法務省、 外国人登録法第１２条第１項

・外国人は、本邦を出国する
場合、再入国許可を受けて出
国する場合等を除き、その者
が出国する出入国港において
入国審査官に外国人登録証
明書を返納しなければならな

い。

c Ⅰ

外国人登録は、本邦に在留する外国人を対象にする
制度であり、出国、死亡、日本国籍取得で在留しなく

なった場合に対象でなくなるものである。再入国許可を
受けて出国、再入国する場合については、従前の在留
が継続したものとみなされ、外国人登録も継続している
とみなされるため、登録証明書を返納する必要はない
とされている。ご要望にある再入国許可を必要としない
者について、従前の在留が継続しているとみなすこと
はできない以上、出国により在留は終了し外国人登録
の対象ではなくなる。また、現在、外国人の在留情報を
より的確に把握することを目指して、政府内で外国人

の在留管理に関する検討を行っているところであるが、
ご要望にあるような場合にまで登録証明書の返納を不
要とすれば、出国して再度入国する意志を全く持たな
い外国人についても外国人登録を引き続き所持するこ

とになり、上記検討の趣旨に反することになる。した
がって、登録証明書の返納を不要とすることは困難で

ある。
なお、再入国の許可の権限を有するのは日本国領事

館等ではなく、法務大臣である。

欧州ビジネス協
会

2 A

グローバル化の進展や産業
経済構造変革を支えるため、
既に在留資格を得た外国の
高度人材に対して、外国人登
録証明書を一時出国しても、

返納不要にする。

外国人登録法を以下のように改正することによって、
既に査証が必要としない国籍をもつ外国人は日本に
在住する場合、一時的に出国しても、外国人登録証
明書を返答ｗを不要にする。第三条 本邦に在留す
る外国人は、本邦に入つたとき（入管法第二十六条
の規定による再入国の許可を受けて出国した者が
再入国したとき及び入管法六条による国際約束若し
くは日本国政府が外国政府に対して行つた通告によ
り日本国領事官等の再入国の許可を必要としないこ
ととされている外国人、入管法第六十一条の二の六
の規定による難民旅行証明書の交付をけて出国し
た者が当該難民旅行証明書により入国したときを除
く。）はその上陸の日から九十日以内に、本邦にお

いて外国人となつたとき又は出生その他の事由によ
り入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることな
く本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外
国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた

日から六十日以内に、その居住地の市町村（東京都
の特別区の存する区域及び地方自治法（昭和二十
二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一
項の指定都市にあつては区。以下同じ。）の長に対
し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請
をしなければならない。 第十二条 外国人は、本邦
を出国する場合（入管法第二十六条の規定による再
入国の許可を受けて出国する場合および再入国を
する意思を持ち、入管法六条による国際約束若しく
は日本国政府が外国政府に対して行つた通告によ
り日本国領事官等の再入国の許可を必要としないこ
ととされている外国、入管法第六十一条の二の六の
規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国す
る場合を除く ）には その者が出国する出入国港

外国人登録法

5079A 5079007 z09038

法務省、
外務省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法
施行規則第６条、別表第３

・本邦に上陸しようとする外国
人は、行おうとする活動に応
じて、必要な資料を提出しな

ければならない。

ｂ Ⅰ

地方自治体との連携や外国人との地域社会における
共生の問題も含め、外国人に係る在留管理を適切に
行いうる仕組みの構築について、現在、内閣官房に設
置された「在留管理に関するワーキングチーム」や「外
国人労働者問題関係省庁連絡会議」において検討を
行っているところであり、この結果を踏まえて検討して

いく必要がある。

外国人集住都市
会議 座長 四日
市市長 井上哲

夫

7 A 出入国管理の改善

査証発行時等の渡航前において、日本における生
活や労働、教育等、日本に関する正確な情報提供を

行う。
日本国内における生計能力や心身の健康状態に課
題を抱える外国人を早期に把握し、これらの外国人
に対する指導･支援を効果的に進めるため、身元保
証人に十分な責任分担を求めつつ、出入国管理行

政と自治体とが連携して対処できるようにする。

新規に入国する外国人のなかには、渡航費や各手続
き費用等の多額の経費を借金して入国する場合がみ
られる。一方、日本で働いている外国人が、生計能力
が十分で無いまま、母国にいる家族を呼び寄せる場

合も増えている。
また、渡航前に、日本における労働や教育、生活全般
に関する情報が海外において正確に伝えられていな

いため、入国してから実態とのギャップに苦しみ、心身
ともに病んでしまう外国人も少なくない。また、身元保
証人も、その責任を十分に果たしているとはいえな

い。
これらの現状は 地域での外国人との共生にとって大

出入国管理及び
難民認定法第５

条

【規制の現状】出入国管理及
び難民認定法第5条第１項
第３号に、上陸拒否の事由
の一つとして、「貧困者、放

浪者等で生活上又は地方公
共団体の負担となる恐れの
ある者」が掲げられている
が、同号はほとんど効果を

発揮していない。

5079A 5079009 2 z09039 法務省、

出入国管理及び難民認定法
第２０条、第２１条、第２２条、
出入国管理及び難民認定法
施行規則第２０条、第２１条、

第２２条

・在留資格の変更及び在留期
間の更新については、法務大
臣が適当と認めるに足りる相
当の理由があるときに限り、

許可される。
・永住の許可については、法
務大臣が、その者の永住が

日本国の利益に合すると認め
たときに限り、これを許可する

ことができる。

Ｃ Ⅲ、Ⅳ

日本語能力を在留期間の更新や在留資格の変更、永
住許可の際に考慮する場合には、まずは、外国人が生
活する地域社会において、当該外国人が日本語教育

を受ける機会が確保されていることが必要であり、外国
人労働者問題関係省庁連絡会議等においても、日本
に定住する外国人に対する日本語教育の強化につい

て、具体策の検討を進めることとなっている。

外国人集住都市
会議 座長 四日
市市長 井上哲

夫

9 A
定住している外国人への日本
語教育の強化と日本語能力

検定の拡充

日本語能力試験を通じた日本語能力向上のため、
在留期間の更新許可や在留資格の変更許可ならび
に永住許可に当たって、外国人が日本語能力向上
に対応し有利な取扱いを受けられるよう関係省令又
は告示等に明記する。その際、全ての能力を問うの
ではなく、生活者であるという実態に合わせて会話

能力を最も重視する基準とするべきである。

外国人と地域住民又は学校教員などとの間の意思疎
通を円滑化するとともに、外国人及びその子どもたち
の自立を促進するためには、定住している外国人の
日本語能力の向上が不可欠である。しかも、外国人
の保護者が家庭で日本語を使用しない場合、その子

どもたちの日本語能力も低くなる傾向がある。また、就
労する外国人の保護者に日本語教室への参加意欲

は低い。こういった地域住民等との十分なコミュニケー
ションが図れない外国人同士が固まって居住し、地域
住民との軋轢を引き起こす事件も発生している。そこ
で、会話能力を中心として、日本語を学ぶモチベー

ションを高めるために、外国人の日本語能力を評価す
るための制度を整備するとともに、併せて、外国人の
日本語能力を、わが国への入国・在留に当たって評
価する仕組みを導入することが必要となっている。

出入国管理及び
難民認定法第
20、21及び22

条、2006年4月３
日付文化庁次長

決定

【規制の現状】外国人の日本
語習得のため、各地の自治
体やＮＰＯにより日本語支援
事業が進められるなか、政
府も地域日本語支援事業を
開始したところであるが、ま
だ取組が不十分である。ま
た、日本語能力試験は存在
するものの、読み・書きに重
点を置く試験であり、定住し
ている外国人にとって特に

重要である会話能力が重視
された試験制度ではない。
加えて、文部科学省による

公的認定ではないこと、試験
実施がわずか年一回である
こと、受験料が割高に設定さ
れていることなどの理由によ
り、外国人にとって利用しに
くい状況にある。さらに、外
国人の日本語能力は、出入
国管理においてはほとんど

評価されていないので、外国
人が日本語の習得に向けた

5079A 5079010 z09040
警察庁、
法務省、
外務省、

なし

現在，我が国は，米国及び韓
国との間で犯罪人引渡条約を

締結している。
また，相手国の法律に基づ
き，日本国内において犯した
犯罪をその国で処罰すること
ができる（国外犯処罰）とき

は，その国の政府に対して国
外犯処罰を求めるなどして対

処している。

ｂ

条約
上の
手当

てを必
要とす
るもの

逃亡犯罪人の不処罰（「逃げ得」）は許さないとの立場
から，米国及び韓国以外の国との間でも，相手国の国
内法上自国民の引渡しが禁じられていないかどうかの
観点も含め，引渡しの具体的な必要性，相手国の刑事
司法法制，条約がないことによる不利益等，諸般の事
情を総合的に勘案しつつ検討していくこととしている。

さらに，相手国から犯罪人の引渡しを受けることが困難
である場合には，我が国の捜査当局が保有している証
拠等を相手国に提供して，相手国での処罰を求めるな

どの方法をとることとしている。

外国人集住都市
会議 座長 四日
市市長 井上哲

夫

10 A
国外逃亡した外国人犯罪容疑
者の適切なる処罰制度の確

立

日本国内で罪を犯し、自国へ逃亡した外国人犯罪容
疑者に対し、「犯罪人引渡し条約」の締結や国外犯
処罰などの制度を確立し、日本国政府として厳正な

対処を講じること。

近年、交通事故や殺人事件の容疑者が身柄拘束前
に自国へ帰国してしまい、刑事罰の適用を免れるとい

う事態がおこっている。
現在、日本はアメリカ合衆国と大韓民国の２カ国以外
とは「犯罪人引渡し条約」を締結していない。また国に
よっては犯罪人引渡条約を締結したとしても、憲法上

自国民の引渡しは認めていない。
また、相手国による国外犯処罰が行われていない場

合もある。
このまま容疑者の国外逃亡を放置すれば、国内の

安全が脅かされるばかりか、外国人に対する感情の
悪化を招く恐れがある。

日本人住民と外国人住民の良好な関係維持と安全
社会の実現のために、「犯罪人引渡し条約」の締結や

国外犯処罰制度の確立が不可欠である。

刑法第１条

5079A 5079012 z09041

内閣官
房、警察
庁、総務
省、法務
省、文部
科学省、
厚生労働

省、

外国人登録法第１６条の２
・外国人登録の事務について
は、法定受託事務とされてい

る。
ｂ Ⅰ

現在、犯罪対策閣僚会議の下に設けられた「外国人の
在留管理に関するワーキングチーム」において、新しい
在留管理制度についての検討が進められているところ
である。現時点において、具体的な内容についてお示
しすることはできないが、現状における問題点等を踏ま
えつつ、適切な制度が構築されるよう議論を進めてま

いりたい。

外国人集住都市
会議 座長 四日
市市長 井上哲

夫

12 A
外国人登録制度の改善、国・
自治体における外国人に関す

る情報の共有

外国人登録制度における登録内容と実態の乖離を
是正するために、外国人登録制度を住民基本台帳

制度に一元化すべきである。
現在、内閣官房「外国人の在留管理に関するワーキ
ングチーム」でも検討が進められているが、出入国
管理、地方税、社会保険、教育などに関する情報を
地方公共団体のデータベースに登録し、関係省庁や
他の自治体に対して当該データベースよりデータを
提供すること、その際はデータ保護に万全を尽くすこ

となどを法令に定めるべきである。

現状では、外国人登録の内容と居住実態との乖離が
大きくなっているほか、世帯単位での捕捉ができな
い、職権によるデータの消除ができないといった、住

民登録と外国人登録の制度のずれが市町村における
住民の実態把握を行政サービスの提供を困難にして

いる。
地方自治法第10条における「外国人も日本人も同じ権
利・義務を有する住民である」という規定に基づけば、
外国人登録制度は、住民基本台帳制度に一元化させ

るべきである。
また、外国人登録は出入国管理制度の一部であると
いう現行法令の捉え方よりは、むしろ、市町村がその
住民の地位に関する正確な記録を常に整備しなけれ

地方自治法、住
民基本台帳法、
地方税法、地方
財政法、外国人
登録法、国民健
康保険法、国民
年金法、学校教

育法
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5079A 5079013 z09042

内閣官
房、警察
庁、総務
省、法務
省、文部
科学省、
厚生労働

省、

出入国管理及び難民認定法
第２０条、第２１条、第２２条、
出入国管理及び難民認定法
施行規則第２０条、第２１条、

第２２条

出入国管理及び難民認定法
において、法務大臣は、当該
外国人が提出した文書により
在留資格の変更を適当と認

めるに足りる相当の理由があ
るときに限り、これを許可する
ことができるとされている。ま
た、法務大臣は、その者が法
第２２条の各号に適合し、か

つ、その者の永住が日本国の
利益に合すると認めたときに
限り、これを許可することがで

きるとされている。
各申請に係る立証資料等に

ついては、出入国管理及び難
民認定法施行規則において

定められている。

Ｃ Ⅰ、Ⅲ

在留資格の変更及び在留期間の更新並びに永住許可
に係る審査は、入国後の在留状況をどのように評価す
るかという問題であるところ、現在、「外国人労働者問

題関係省庁連絡会議」及び「外国人の在留管理の関す
るワーキングチーム」において在留管理の在り方全体
について検討が行われているところであり、当該審査
の具体的在り方については、これらの状況を踏まえて

今後検討していく必要があると考えている。
なお、現行においても、在留状況が不良である者につ
いては、その内容に応じ在留資格の変更及び在留期
間の更新並びに永住の許可を認めないこととしてい

る。また、例えば、就労を目的とする在留資格に係る在
留期間の更新申請や、永住許可の申請に当たっては、
納税に関する書類の提出を求めているほか、在留資格
の変更及び在留期間の更新並びに永住許可に係る審
査においては、必要に応じて個別に資料の提出を求
め、その活動の目的や内容だけでなく、在留状況を含

めて総合的に判断を行っているところである。

外国人集住都市
会議 座長 四日
市市長 井上哲

夫

13 A

在留資格の変更、在留期間の
更新および永住者の在留資
格への変更の際の在留管理

の適正化

在留資格の変更又は在留期間の更新並びに「永住
者」の在留資格への変更に当たっては、①外国人が
就労している場合、雇用・労働条件に法令違反がな
く、社会保険に加入していること、②国税及び地方税
の滞納がないこと、③学齢期の子どもがある場合そ
の子どもが就学していること、④在留資格によっては
日本語能力の程度、などを審査に当たっての積極要
素とし、それらの実施状況を正確に把握できる体制

を整える。
これらの実施が不十分又は法令違反がある場合、

在留資格の変更又は在留期間の更新並びに「永住
者」への在留資格への変更を留保し、市区町村や関

係機関と連携して、その是正を図る。
子どもの就学や日本語能力の程度を審査項目に

加える場合、すでに日本に在留している外国人に、
子どもの就学の機会や、本人の日本語学習機会を
十分に提供するために、国の責任において必要な

環境を早急に整備する。

日本に在留する外国人の権利を保障し、同時に義務
の履行を図ることは、多文化共生社会を形成するため

に欠かすことのできない条件である。
しかし、国内に合法的に在留していながら、社会保

険加入、国税及び地方税の納入などの義務を十分に
果たしていない場合がある。学齢期の子どもの就学を
保障することは、保護者や受入れ国にとって義務的な
ものであり、これも十分に果たされていない。また、

「永住者」の在留資格を取得した外国人が、社会保険
に加入していない場合も少なくないうえ、地方税の滞

納についてもチェックされていない。
さらに、日本語が不十分な場合、日本の各地域社会
において、住民と共に幸せに暮らすことが困難になっ
ており、在留資格によっては、日本語能力を証明する

ことも必要であると考えられる。
現在、内閣官房「外国人労働者問題関係省庁連絡

会議」で検討されているが、在留資格の変更・更新及
び「永住者」の在留資格への変更にあたって、法務省
出入国管理局と市区町村及び関係行政機関は、地方
公共団体におけるデータベースの構築などを通じて効

果的かつ効率的に連携することが必要である。

出入国管理及び
難民認定法第20
条、21条及び22
条、永住許可に
関するガイドライ
ン（法務省入国

管理局平成18年
3月31日）、地方
自治法第10条第

２項

【規制の現状】在留資格の変
更又は在留期間の更新を受
けようとする外国人は、法務
大臣にこれを申請することが
でき、法務大臣は、当該外国
人の提出した文書に基づい
て、在留資格の変更を適当
と認めるに足りる相当の理
由があるときに限り、これを
許可することができる。ま

た、在留する外国人が、「永
住者」の在留資格への変更
（特別永住者を除く）を希望
する場合、法務大臣は、①
素行が善良であること及び
②独立の生計を営むに足り
る資産又は技能を有すること
並びにその者の永住が日本
国の利益に合すると認めた
ときに限り、これを許可する
ことができる。なお、①素行

が善良であることを証明する
ために 国税の納付証明書

5081A 5081001 z09043 法務省、
司法書士法第７３条第１項，
商業登記規則第１０２条第３

項第３号

現在，行政書士用電子証明
書については，行政書士が作
成することができる添付書面
情報に関しては，認められて
いるところである。しかしなが
ら，委任による代理人として申
請書情報等への電子署名に
使用可能な電子証明書として

は，
①.日本認証サービス株式会

社
②.セコムトラストシステムズ株

式会社
③.株式会社中電シーティーア

イ中部認証センター
④.一般行政手続用電子証明

書（日本商工会議所）
⑤.日本司法書士会連合会認

証サービス
の５つの電子証明書を定めて

いる。

c Ⅰ

司法書士法第７３条第１項で，司法書士会に入会して
いる司法書士又は司法書士法人でない者は，他の法

律に別段の定めが在る場合を除き，他人の依頼を受け
て登記に関する手続について代理することを業とする
ことはできないとされている。したがって，行政書士が

業として商業・法人登記申請の代理を行うことは違法で
あるところ，登記申請の代理を行政書士の立場で業と
して行うことを前提とする行政書士用電子証明書を委
任による代理人として申請書情報への電子署名に使
用可能な電子証明書として認めることはできない。

電子申請研究セ
ンター

1 A

商業法人登記手続・オンライ
ン登記において特定認証業務
の「行政書士用電子証明書」

の利用可能を要望

オンライン商業・法人登記での代理人であるが、司
法書士もその一部のみが自身の電子証明書を所持
し、申請人側からはどの司法書士がオンライン登記
手続が可能なのか選択さえ不可能な状況にある。例
えば会社設立での手続で、申請人として電子定款作
成の代理をさせた行政書士（行政書士用電子証明

書にて電子署名）に引き続き設立手続一環で一意連
続的にオンライン登記手続にも代理させえると通

常、常識的には考えるものである。申請者側に登記
の手続代理は司法書士のみ選択しろと「規制」して
いるところが極めて分かりにくくしている。その規制
によって司法書士への別途報酬が発生増加する形
態ともなっている。そもそもの商業登記法には代理
人規制はなく、昭和35年3月の民事甲第７３４号によ
り公認会計士等に「業として」登記代理を認めている

ところである。
また、国を挙げて（重点計画-２００６）で登記のオン

ライン手続の普及を図っているところ、司法書士側に
その認識が乏しく、必要とする電子証明書さえ取得
していない会員が多すぎる。オンライン登記の普及
の阻害要因となりかねない士業といわれかねない。

かかる司法書士のみ代理人として選択しろ、との
規制は国民の利便性から言って弊害である。商業登
記規則第百二条第４項により、法務大臣が行政書士
用電子証明書を定めるのみで事足りる。法務大臣が
定めたことにより国民への負担強化にならないばか
りか、登記手続のオンライン普及に寄与するのは間
違いないところである。早急に法務大臣が行政書士
用電子証明書を代理人の電子証明書と認めるべき

である

現行のオンライン商業法人・登記手続で利用でき
る民間認証事業における特定認証業務の電子証
明書では、日本認証サービスの証明書、司法書
士電子証明書等（参考欄）が認められている。こ
れの電子証明書を利用することで代理人として手
続が可能である。そこで、民間認証事業での特定
認証業務の電子証明書である「行政書士用電子
証明書」も利用できるようにすれば、オンライン登
記手続の普及に寄与するのみならず、申請人本
人の利便性に資することもなります。既に行政書
士は会社設立での電子定款に発起人の代理人と
して行政書士用電子証明書を利用して電子署名
しています。（法務省告示）なお、「業として」登記
代理をさせろとの要望ではなく、電子定款作成代
理を為した行政書士は引き続き、その会社のオン
ライン登記手続の代理が可能とすべきであるとの

要望である。

商業法人登記の開放につき法務省は「利便性の向上
など国民にとって有益な制度改革を行うために，商

業・法人登記業務の実態や国民のニーズを調査する
こととしており，その調査結果に基づいて，商業・法人
登記業務を行い得る者の一部拡大の可否をも含め，
制度見直しについて検討することとしている。」（構造
改革特区での要請）と回答している。この検討の前段
において、オンライン商業法人・登記手続では行政書
士用電子証明書の利用を認めても、現行法上なんら
不都合も無く国民に更なる規制強化ともならず、規制
撤廃することで不利益を被る国民も存在しない。オン
ライン登記手続の利用促進に資することにもなるので

早急に結論をいただきたい。

司法書士法第７
３条第１項，商業
登記規則第１０２

条第４項

平成17年法務省告示第二
百九十二号にて、「指定公証
人の行う電磁的記録に関す
る事務に関する省令（平成
十三年法務省令第二十四
号）第二条第一項の規定に
基づき、法務大臣が指定す
る電子署名の方式等に関す
る件（平成十三年法務省告
示第五百六十五号）の一部
を次のように改正する。」とさ
れビジネス認証サービスタイ
プ１-Ｇ（平成15年総務省・法

務省・経済
  産業省告示第６号）行政書
士用電子証明書が規定され
た。オンライン登記申請書情
報等への電子署名に使用可

能な電子証明書一覧（
http://www.moj.go jp/MINJI/
minji60.html#05-04 ）にて
「ビジネス認証サービスタイ
プ１－Ｇ（行政書士用電子証
明書）」が添付情報にて認め

られている。

5082A 5082001 z09044 法務省、
外国人登録法第４条の３

外国人登録法施行令第２条

・外国人登録原票について
は、外国人登録法第４条の３
において原則非開示とされた
上で、登録原票記載事項証明
書の交付を請求できる者につ
いても限定して定められてい
るが、行政書士については請

求が認められていない。

Ｃ Ⅱ

行政書士の業務は、官公署に提出する書類及び権
利義務又は事実証明に関する書類を作成することであ
ることから、職務上、登録原票記載事項証明書を必要
とするときは、外国人本人が交付請求するか、行政書
士が本人から委任状等を徴した上で代理人として交付

請求すれば足りるものと考える。
また、登録原票記載事項証明書については、当該外

国人のプライバシーに関わる事項が多く含まれており、
外国人登録法第４条の３において交付を請求できる者
が限られていることから、利便性を理由として請求資格

者を拡大することは適当ではない。
行政書士会を経由して地方入国管理局長に届出を

行った行政書士については、外国人本人に代わって地
方入国管理局への在留申請の申請書等の提出を行う
ことができるとされているが、本人に代わって申請書等
の提出を行えることをもって、本人からの委任状等を徴
さずに，原則非開示とされている外国人登録原票の開

示請求権を有することにはならないと考える。

国際行政書士協
会（会長 畑

光）
1 A

「外国人登録原票の職務上請
求」の提案について

「外国人登録法」による当該外国人の「外国人登録
原票記載事項証明書」の市町村の窓口への交付請
求は、弁護士と認定司法書士に限られているもの
を、行政書士にもいわゆる職務上請求できる者とし

て認めていただくよう要望いたします。

行政書士は、「入国管理及び難民認定法施行規則」に
よって、弁護士とともに外国人に代わって在留資格変
更や在留期間の更新などを認められております。又、
日本人と外国人との身分関係（婚姻・離婚）の相談や

戸籍法による諸届を依頼されております。
法務省の説明では、委任状があれば現行でも請求で
きるとのことですが、親権者の決定や相続の手続きな
ど周辺の手続もワンストップで依頼される案件も多く、
利害関係者全員からの委任状取得については困難を
生じております。外国人だけではなく、関係する日本
国民の利便のためにも是非ともご配慮を願うもので

す。

入国管理及び難
民認定法施行規
則・外国人登録
法及び施行令

なし

5085A 5085001 z09045 法務省、
外国人登録法第４条の３

外国人登録法施行令第２条

・外国人登録原票について
は、外国人登録法第４条の３
において原則非開示とされた
上で、登録原票記載事項証明
書の交付を請求できる者につ
いても限定して定められてい
るが、行政書士については請

求が認められていない。

Ｃ Ⅱ

行政書士の業務は、官公署に提出する書類及び権利
義務又は事実証明に関する書類を作成することである
ことから、職務上、登録原票記載事項証明書を必要と
するときは、外国人本人が交付請求するか、行政書士
が本人から委任状等を徴した上で代理人として交付請

求すれば足りるものと考える。
また、登録原票記載事項証明書については、当該外

国人のプライバシーに関わる事項が多く含まれており、
外国人登録法第４条の３において交付を請求できる者
が限られていることから、利便性を理由として請求資格

者を拡大することは適当ではない。
行政書士会を経由して地方入国管理局長に届出を

行った行政書士については、外国人本人に代わって地
方入国管理局への在留申請の申請書等の提出を行う
ことができるとされているが、本人に代わって申請書等
の提出を行えることをもって、本人からの委任状等を徴
さずに，原則非開示とされている外国人登録原票の開

示請求権を有することにはならないと考える。

日本行政書士会
連合会

1 A

外国人登録原票記載事項証
明書の交付を請求することが
できる者に行政書士を指定さ

れたい。

外国人登録法施行令第２条の外国人登録原票記載
事項証明書の交付を請求できる者に、行政書士を加

えて指定されたい。

１．【現状】外国人登録原票は原則として非公開とさ
れ、運用上外国人本人や関係行政機関等からの求め
に応じ限定的に公開されてきました。しかし、近年外国
人と我が国の関わりが深まるにつれ、これまで以上に
種々の法的関係の中に置かれることが多くなったこと
から、開示の社会的要請が高まり、平成１１年の外国
人登録法改正により、従来の運用を勘案し、登録原票
の開示に係る規定が法４条の３が新設されたとされま
す（以上「出入国管理外国人登録実務六法」解説よ

り）。その結果、現在、①「他の法律の規定に基づく請
求があった場合」にほか、②「外国人本人」③「同居の
親族又は本人の代理人」④国の機関又地方公共団体
⑤弁護士その他政令で定める者から請求があった場
合に限って、登録原票の開示が認められています（⑤
については、記載事項証明書のみ。）。この点、弁護

士は、①の場合として、弁護士法第２３条の２第２項に
基づき、登録原票の写し、記載事項証明書の交付を、
⑤の場合として、記載事項証明書の交付を請求するこ
とが認められています（司法書士法第３条第１項第６

号、７号に云う司法書士を含む）。
２． 【必要性】行政書士制度は、「行政に係る手続の
円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資する
こと」をその目的としています（行政書士法第１条）。こ
れを受けて、法は、「官公署に提出する書類」「権利義
務又は事実証明に関する書類」の作成（以上、行政書
士法第１条の２第1項）、「官公署に提出する書類を官
公署に提出する手続について代理すること」「契約そ
の他に関する書類を代理人として作成すること」（以
上、行政書士法第１条の３第１号２号）を行政書士の
業務としています（具体的な業務内容は別紙をご参照
ください。）。さらに所属行政書士を経由して地方入国
管理局に届出を行った行政書士には、本人出頭を原
則とする入管申請においても、申請を取り次ぐ資格が
認められており（出入国管理及び難民認定法施行規

外国人登録法第
４条の３

外国人登録法施
行令第２条

添付資料
①「外国人登録事務取扱要

領（原票の開示等）」
②「行政書士業務一覧」

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


